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最近出版された 『常備軍は自由政府とは調和せず、イングラン ドの王制にとって決定的に

有害であることを示す主張』と題するパンフレッ トに関する考察

序文

ABCDEFG氏 へ1

私 は匿名の あなた宛 てに書 か なけれ ばな らないので、 も しあ なたの身分 を思 い違 いな ど

して、 あなたの栄誉 ある、著名であ る名前 や称号 に対 して当然払 うべ き丁寧 さが不 適切 で

あ ればお許 しいただ きた く存 じます。 しか し印刷 されてい るのは、パ ンフレッ ト作者 、三

文文士 、雑 多な意見の扇動的 な提唱者 、な どの中傷的 な名前 にふ さわ しい題 目であ る。本

の内容が そ うであれば、その著者 もそ うであろ う。

確 かに、あ なた はか な り理解 し難 い人物です。 とい うのはあ なたの言葉 の調子 は しば し

ば変更 され る し、 あなたの吹 くトランペ ッ トは不確 かな音 を出すので 、誰 も戦 いにたいす

る心構 えがで きませ ん。 ある ときは共和主義者 の ような語 り口で、 また、ある ときは現在

の我が政体 を賞賛 され る。 さらにあ る ときは国王 を非常 に賛美 した り、そ うか と言 え ば、

いずれかの 国王 の名 を隠れみの に してたっぷ りと国王 をか らか った りしてい る。軍隊 を浮

浪者 よばわ りす るか と思 えば、 ある ときは品行方正で勇敢 だ とい う。我 が国の市民軍 につ

い てはあ る と きは勇敢 であ り、十分我 が 国 を守 れ る と言 い 、 また あ る ときは取 る に足 ら

ず 、少数 の軍 隊で も我が 国を攻 め滅 ぼす ことがで きるな どと言 われ るので 、現在 の人 々は

誰 もあなたの意 図が理解 で きませ ん。

絶 叫的な言い回 しをす る人々の情 熱的 な長い発言 に対 してはおそ らくふ さわ しい返答 に

はなってい ないか もしれ ませ ん。 とい うの は、正直言 って、私 には悪態 をつ く才能 はない

か らです。歴 史を調べ る時間が もっとあれ ばこの話 をよ り生 き生 きとした実例 を示 して描

写 で きたで しょう。 しか し、実の ところ、私が これ を書 くときに書物 は参 考にで きなか っ

たので私の引用 した年 月 日が間違 ってい た らお許 し願 います。

私が軍 人であれば、あ なたのパ ンフ レッ トの最 後 にあ る軍隊 に対す る賛辞 に心か ら感謝

す るで しょう。 国王 についての あなたの語 り口はすば ら しい ものです。 また、あ なたの話

の国王 は現 国王 ではあ りませ ん し、軍 隊 も、現在の軍隊 につ いて語 ってお られ るのではあ

りませ ん。 まった く違 うのです。 しか しそれでいて、軍隊 とか武器 を委ねて な らない相手

とい うのは現 国王 だと言 われ るのです。 また、解散すべ きなのは現 在の軍隊で ある と言 わ

れるのです。そ して国王陛下 は 自らを兵士 と して扱 って くれたあ なた に極 めて感謝 してお

られ ます。 とい うの はあなたが 軍隊 を解散 させ る と同様 に彼 を退位 させ るこ とに賛 成だ と



い うこ とは明 白だか らです。

しか し、私 があ なた を最 も賞賛 す るのは、軍隊 を解散 しない こ とが ジェ イムズニ世2を

招 き入 れる方法 であ り、軍隊 を解散す る ことが ジェイムズニ世 の復権 を阻 む最 も効果的 な

方法 だ とい うあなたの議論のみ ご とな言 い回 しです。 オオカ ミの襲 来 に備 えて雇 った犬 を

解雇 させ る ように と羊が どの よ うに説得 されたか とい う寓話 を、 きっとあ なたは読 まれ た

はずです。 この寓話 に当て はまるのは明白です。そ してこの箇所 の存 在 こそが、 あなたが

ジャコバ イ ト3ではないか と疑 われ る原因 なのです。

あなた は十分 激 しく主張 し、エ ヒウ4の よ うに世 間の人 々に向か って神 に対 する熱意 に

目を向 ける ように呼 びか けられ ま した。 しか しあ なたは彼 と同様 に、祭壇で はな く、軍 隊

を破壊 され ました。 しか しジャコバ イ ト派 に対す る防備 も整 えず、国王 を暗殺者 の極悪 な

行為 に さらした ままです。それ はあなたが彼の衛兵 と同様 に彼 をその ままに してお くこと

に賛成 ではないか らです。 さ らにあなたは国家 を敵 の侵略 に さら した ままに しようとして

い ます。 そ して国王 と国民 は自分 たちで可 能 な限 り自衛 しなければ な りませ ん。 これ こそ

が実際 に我 々に鉄 の ムチで従属 を教 え込 む方法で あ り、残 忍な敵の斧の もとで絶 えず脅 え

なが ら生活 させ る方法 です。

あなたがひたす ら唱 えてお られる言葉 は 「自由」 です 。それは魅惑的 な言葉 です 。そ し

て自由や宗教 は世 界中の ほ とん どすべ ての有名 な動乱 の仮 面 と して使 われ ました。 しか し

もし自由が イングラン ド人の権利 であ るな ら、国王 や議 会に この件 につ いて 自分たちで 自

由に議論 させ るべ きだったで しょう し、論争 を引 き起 こすため にあ なたが 出 しゃばる必要

はおそ らくなかったで しょう。

軍 隊 を全面的 に解散す る以外 に方法 はない ので しょうか。外敵や 、国内の抑圧 などか ら

我 々を守る手段 は他 に見い出せ ないので しょうか。 議会が どの よ うに対処 するか どう して

あなたにわかるで しょう。

議 会は万能で はないに して も強大です し、実 際、 イングラ ン ド国民 は二万人の軍隊で奴

隷化 され るような国民 ではあ りません。 これ までにその ような行動 を試 みた者 は皆、 自 ら

破滅 して しまい ま した し、 これか ら もそ うである ことを望み ます。 しか し邪悪 な人々は脅

威 もない ときに恐 れ、追及者 もい ないの に逃 げ回るのです 。5

人物 によ りその振 る舞 い を判 断で きる ようにあ なたの 身分 を明 らか に して くださるこ と

を望 み ます。振 る舞いだけでは人物 を十分 に判 断で きないのは確 かですか ら。
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最近出された 「常備軍反対」と題する中傷的内容のパンフレットに関する意見'

自分 自身の考 えにうぬぼれ 、また 自分 の意見 をあ ま りに も誇 りに思い、抑 えるこ ともで

きず 、特定 の分野の人 に属す る重大 な仕事 をその人た ちに任せ る ことがで きず 、求 め られ

もしないのに厚 か ま しくもその問題 についてい ろい ろお節介 をやかず にはおれ ない人がい

る。知恵 だけで作法 も知 らないこ とを見せ つけるだけなのに。

ちなみ に私は 「常備軍 に反対す る主張」 と題す る中傷的 なパ ンフレ ッ トの匿名の著者 の

挑戦 に応 じる前 に述べ てお きたい。

もしこのパ ンフレ ッ トの著者 が世 間で考 えられてい る ように、 まこ とに正直 な精神 を も

つ イ ング ラ ン ド人 な らば、 そ して、 この国の安 全 と、 自由 と名誉 に対す る熱意 か らだけ

で、 この誤 った手段 をこ うじた とす るならば、彼 はよ り尊重 され るべ き人物 である。 しか

し、 も しそ うだ と して も、 なぜ彼 は 自分の名前 を隠 されるのか。有 り難 いこ とに、事 実 を

語 る ことが反逆であ った時代 は過 ぎ去 った。今 は誰 の発言 に も耳 を傾 けて もらえる時代 で

ある。 この治世 におい て大胆 に語 った ことが正 しく、真実 であ った場合 、 どの ような災難

を被 る ことがあ ったで あろ うか。 いや、善行 とともに成立 してい るその方法 において どの

ように 自由が求め られ たか。 国王 自身は制限 もされず 、非難 もされ なか った。 国王 自身宛

てに書か れたスチ ーブ ン氏8の 無礼 な本 を見な さい。 しか し著 者が世 間か ら身 を隠 してい

るので、反抗 的 な不満分子 ではない とどの ように考 え られるだ ろうか。馬鹿 げた用語 を使

い、 自分の す ば ら しさにふ さわ しい報酬 を得 て い ない と不 満 を抱 いて い る人物 であ り、

フ ァー グ某9、 もし くはマ ン某 の ような人物 であ ろ う。 もし くはま ぎれ もない ジャコバ イ

トであ り、 フランス戦争が うま くいか ないので内乱 を起 こせば恐怖や嫉妬 を惹起 で きるか

もしれない と思 ってい るのであろ う。 これ らの どち らであるか は断言で きないが、後者で

ある と思 われ る。 なぜ な ら彼 のほのめか しはジャコバ イ トの常套句で あ り、彼 の国王 に対

す る無礼 な難詰の言葉 はジ ャコバ イ トの党派の常套句 その ままであ り、 ま さに悪 意に満 ち

た文体 その ものである。

この件 に関 して はす ぐに反論 されるか も しれ ない。(実 の ところ)「 私の こ とは どうな り

とお考 え くだ さい。そ れが あなたに とって何 になるのです か。私の主張 に答 えな さい。 も

しその原則が正 しい とい うな らば、悪魔 を牧 師 にす れば よい。要 点 につ いて述べ な さい」

とい うふ うに。

この件 に関 して は適切 な ときにお返事 しよう。 まず手始 めに、文体 と考 えについての些

細 な事柄 をのぞい てこの著者 の言 うことすべて、 もしくは少な くと も前 口上 の大部分 には



同感 である。我 々は この些細 な事柄 については彼 を支持 で きない。そ して この ように して

大 した問題点 もな く四ペー ジに進 む。 とい うのは実際、 これ ら三ペ ージでは重要 な考 えは

述べ られて もい ない し、その内容 は後 に出て くるこ とに何 の関連 もない。

四ペー ジの第五段落 において、実際全体の主題 であるが、 この短 い部分 に論 点が示 され

てい る・す なわ ち、「イングラ ン ドの軍隊 は王 国の安 全 と矛盾 す る。 自由 と軍隊 は両立 し

ない・ 国王 に対 して は、 国民 も、武器 も、資金 も託 してはな らない。 なぜ な ら資金 は前者

の結果 とな り・我 々国民の ため に生 命 を賭 し、極め て危険 な 目にあ った人 間が我 々 自身 を

食 い尽 くした り、破 滅 させ た りす るこ との ない ように」。 この著者 は この件 に関 して 国王

にもの惜 しみ な く数多 くの言葉 を投 げかけている。す なわち、国王 を暗黙の うちに必然的

な結 果 と して、「オオカ ミ、野獣、暴君 な どの よ うな言葉」 で表 している。

この著者 は三ペ ージで、「我が 国の近 隣諸 国 はすべ て必要性 に駆 られ、又 は無分 別 によ

り常備 軍の維持 を認め た結果 、 自由 を失 った」 とい う。 も しそれが必要性 か らな ら、彼 ら

の過 ちではな く、不 運であ った。 もしそれが無分別 に よる もの なら、実際彼 ら自身の過 ち

で ある。

しか し、この著者 は必要 に迫 られた国民 の例 を一・つ も挙 げてはい ない。た とえ彼が例 を

挙げてい た として も問題 と もならず、我 々が同様 な必要 に迫 られたな ら、我 々はそ の危険

を冒 さな くてはな らない。その件 に関 して はお いおい語 る ことに しよう。

同 じペー ジで彼 は 「国王 、貴 族、そ して庶民 の正 しい均衡 に頼 っている」我が政体 を描

写 してい る。 そ して その理由 に よ り、「この政体 は軍 隊 を解散 しなければ、軍隊 が この政

体 を崩壊 させ て しま う」 とい う。 それ を彼独 自の確信 を持 って、「自国の ジェ ン トリと自

由土地保 有者 で構 成 され た市民軍 以外 のいか なる軍隊 で も、常備軍 を維持 している国家は

その 自由 を維持 で きない」 と断言 してい る。続 いて本筋 に入 る と、「過去 に起 こった こと

は繰 り返 され、 同 じ原 因が いつの時代 に も同様 な結果 を もた らす」 とい う。 また、実際 、

原因が 同 じで も様 々な異 なる結果 を もた らす ことが しば しばある こと も、すべ て同様 に真

実であ る。 そ して過去 に起 こった こ とは世 界があ る限 り決 して二度 と起 こらないか もしれ

ない。 この件 に関 しては ジェイムズニ世が よい例 である。詳細 について検 討 してみ よう。

私 は以下 の注 目に値す る例 だけ挙 げてお こう。ヘ ンリー八世10は この王 国の(当 時確立

して いた)宗 教 を国王 ジェ イムズ と同様 に破壊 しよう と力強 く、か つ並 はずれ た努 力 を

払 った。お そ ら く彼 の方法 は尋常 な もので はなか った ろ う。 当時の政 体 は現 在 と同 じで

あったが彼 はこの国 を、チ ャールズニ世11や ジ ェ イムズニ世が試 みたの と同様 に専 制君主

と して治 めた。 しか し結 果 は退位す るこ と もな く外 国勢力 の援助 を求 め るこ と もなか っ
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た。私 はこの 国家 の他の国王 につい て も述べ てみ よう。彼 らの物語 に よ りこの事 実が明 ら

か になるで あろ う。 しか しこの著者 は十分立 派な歴 史家であ るのでその事 実は ご存知の こ

とと思 う。 さらに付 け加 えれ ば、ヘ ンリー八世 が常 備軍 も持 たず に専制 政治 を行 った こと

は注 目すべ き点であ る。 この こ とか ら、 ここで私が使 うすべ ての例 と同様 に、国王 は専制

政治 を行お うと決意 さえすれ ば常備軍 な しで も実行可能であ る例 としてあげてお こう。 ま

た逆 に、軍 隊でそれ を防 ぐ方法 もあるだろ う。 この ことは次 の証 明 とな ると思 う。す なわ

ち、「同 じ原因がいつ も同 じ結果 を招 くとは限 らない」 とい うこ とであ る。 さらに言 えば、

「もし同 じ原 因がいつの時代 で も同様 な結果 を もた らす」 と言 われるな ら、あなたは しば

らく恐怖 心 を捨 て去 られてみた らどうだろ うか。 とい うの は もしウ ィリアム三世12(彼 は

そんな事 は されない と我 々は確信 しているが)と か、他 の国王 が我 が政体 を破壊 し、 ジェ

イムズニ世 の ように我 々の 自由を踏 みに じれば、国民 は外 国勢 力の援 助 を求め 、当時 そ う

したよ うに国王 を追放す るで あろ う。 なぜ な ら、あ なたは 「過去 に起 こったこ とは再 び起

こるで あろ うし、同 じ原 因がいつ の時代 で も同様 な結果 を もた らすであ ろう」 と述べ てお

られ るの だか ら。

六ペ ージにおいて この著者 は きわめて正直 に現 国王 の もとでいか に我 々が安全 であるか

を認 め、国王 の性 格 を誉め称 え、読者 の気持 ちを和 らげ、著者 自身の正直 さを信 じ込 ませ

よ うとしている。それ は彼が いかに うま く表現方法 を必要 な 目的 に適合 させ るこ とがで き

るか を示す 例であ り、十七ペ ージ とよ く比較で きるで あろ う。手短 に言 うな らば、現 国王

が麗 去 された な ら、 次の国王 に どなたが即 位 され るか わか らない と結 論づ けてい る。 い

や 、軍 隊が好都 合 な国王 を擁立 し、議 会 を解散 させ る事態 となるだ ろう。 それゆえに、要

す るに、現 国王の継承者 となる最悪 の暴君 に何物 も委 ねないですむ ように、現 国王 に何 も

委 ねるべ きでは ない とい う。我が 国の現状 は きわめ て重大 で、国王個 人の 人格 は考慮す る

必要 はない。「国王が天使で あれ、悪魔 であれ、 どち らに して も国王 は恐 怖の もとであ り、

信頼 のお けない もので ある」。実際 にす ば らしい話で あ り、我 々の偉 大 な救 済者 は(こ の

著者が現 国王 をそ う呼 んでい る)こ れ を残 念 に思 われ るこ とはな く、甘 ん じて受 け入 れ ら

れ るであ ろ う。 「国王 は今 や、世 界中か ら自分 以外の敵 を追い払 ったので 、彼 は国家 を打

ち砕 いて しまう大 渦巻の よ うな もの と見な され るべ きで あ り、オオ カ ミに牙 を持 たせ ては

な らないの と同様 に、 国王 の軍隊 を完 全 に解散 させ なければ な らない」、 とい うのが著者

自身の言葉 である。

続 けてこの著者 は言 う、「イス ラエル人、アテ ネ人、 コリン ト人13、 アカイア人、 ラケダ

イモ ン人14、 テーベ人15、 サムニ ウム 人16、 ローマ 人な どの ように 自由政府 を確立 した立法



者 はすべ て軍隊 を遠 ざけて いた」。現在 では周知 の事 実で あるが、 これ ら諸国 はすべ て当

初は君主国で はな く共和 国 として設立 され た。 もしこの著者が我が 国をその ような状 況に

戻 したい と言 うの な ら彼 に関 して これ以上話す こ とはない。ただ私 は彼 に訴 えたい。 もし

これ らの政府が皆 王 国に なった とき、多 かれ少 なか れ軍隊 を維持 した ので はないか。 い

や、 イス ラエル人が王 を欲 した とき、神 自らが この よ うな結果 に なると彼 らに伝 えたはず

である。絶対 的必 要性 と して推定 される ように、軍事力 は王権 とともに使用 されなければ

な らない。 そ して 「王がい なければ、軍 隊 も必要 な く、軍隊が無 ければ、王 も不要」 とい

うこ とにな る。 臣民 に関 して、国王 を玉 座 に保つ ため に軍 隊が必要 だ とい うのでは ない。

世界 中で、現在 の国王 ほ ど国民の国王 であった ことはないか らである。 しか し現在の世 界

で軍隊 を持た ない国王 と国家 は どの よ うな もの になるか少 しずつ吟 味 してみ よう。

しか し我 々の敵対者 は ここで はな く、七ペ ージで続 きを述べ ている。真 実、彼 は 「国王

に軍隊 を委ね るこ とはないだろ う。いや 、軍 隊ばか りで な く、すべ ての武器弾薬 も国王か

ら取 り上げず にはお かない」。そ して状況 につ いては以前 に述べ ているが、「武力 と権力 は

手 を携 えて進 むこ とが わかっている。それ ゆえに全国民が武器 を とって こそ 自分た ちの 自

由の防波堤 とな り、(こ こでは単語 の意味 は転換 され)、 武器弾薬 な どは国民 以外の もの に

渡 してはな らない」 とい うこ とであ る。 なぜ な ら以 下の言葉 は直接 その ような意味 を帯 び

てい る。「最 も優秀 で勇敢 な将軍 は農民 出身であ り、戦争が終 わ った後 は満足 して再 び農

民 に戻 った」 とい う17。我が 国か も し実際 にそ うで あった ならフラ ンス と立派 に戦 えた は

ず であろ う。彼は さらに続 けて、 これ らの原則か ら逸脱 して 自由 を失 って しまった国家の

例 をあげてい る,、その最 後の例 として この著者 は世 界に向か って、 自分 の主張 したい こと

を手短 に述 べ てい る 、それ は、彼 はそ こで全知 全能 の神の ごと く世 界 を分 け、羊 を右 手

に、山羊 を左 手においた。そ して世 界の君主国すべ てを列挙 し、(彼 の言葉 に よる と)「 呪

われ しもの よ、みな地獄の ご とく悲惨 な奴隷 に身 を落 とせ 」 と。他方、世 界のすべ ての共

和 国について は、「神の視福 を受 けた もの よ、国王の常備 軍 な どか ら逃 れて 自由の 身 とな

れ」 とい う。

いやそ れ どころか、 この著者 は自由を享受 してい る国民 としてアル ジェや チュニス を持

ち出 して、彼 らは 自由だ とい う。彼 はそれ らの国 々を訪 れた ことは ない と思 われる し、実

際、 彼が こ こで述べ て いる 自由 とは イスラエ ルに王 のい なか った時代、 す なわち、すべ

ての 人 々が それぞ れ 自分 た ち 自身の 目で正 しい と判断 して行動 してい た時代 の ことで あ

ろう。

これ まで私 は十三ペ ージ まで この著者 の一般 的 な発言 に しぼって跡 をた どって きた。彼
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はさ らに続 けて、我 々に軍隊 の危 険性 について述べ、統治者 に対抗 して武器 を取 らざるを

えない 国 々の不 運 につい て説 く。 その ようなこ とを断言す る場合 に は博識 ある歴 史家 で

あ らねば な らない。 彼が そ うで あ るか否 か を吟 味す る時 間は私 には ない。 さて ここか ら

彼 は次の ような主張 を導 き出 してい る。「それゆえに、その よ うな事態 に陥 らない ように、

我 々の国王 を正す 能力 が必要であ る。 とい うのは、我 々にそれが可 能であれば、その よう

な羽 目には陥 らないだろ う」 とい う。 イングラン ド人 は以下 の通 りであ る。国民 を恐 れる

程度 に国王 を弱 い ままに してお きな さい。 そ うすれば国王 は決 して国民 を挑発 して、 国民

が 国王 に危害 を与 えるような事態 は引 き起 こさない だろ う。 とい うの は、彼の言葉 に よる

と、「もっ とも戦争能力 のあ る国家 ほ ど平和 に暮 らせ るだろ う。 しか し、 もし国王が二万

人の軍隊 を我 々に対 して持 って いた らどうだろ う」、 と彼 は言 う。 ち ょうど彼 のその まま

の言 葉で 、彼 の意図 を次の よ うに解 釈す る。 「国民 は外 国勢力 の援 助 な しでは何の行動 も

で きない」 と。

軍隊の もた らす もうひ とつ の重大 な結果 と して、 「軍隊 は 自分た ちに都 合の よい人物 を

国会 議員 に選 出す る ように国民 に強制 した り、国会議事 堂 を包 囲 した りす る」。 さて、 こ

れ らどちら もイングラ ン ドにおいて起 こった ことであ り、それ で も国民 は 自由 を守 ったの

であ る。それ は彼 の古 い格 言、「過去 に起 こった ことは再 び繰 り返 されるであ ろう」 とか、

「同様 な原 因 は同様 な結果 を もた らす」 とい う言葉 の力 を超 える実例 であ る。 国会議員 の

選 出は妨害 され、 国会議事 堂 は包囲 され 、兵 士 に襲 撃 され た。そ れで も国民 は 自由 を奪

わ れなか った。 したが って、事 態 は また同様 な結 末 になるだ ろ う。 す なわち、「過去 に起

こった こ とは再 び繰 り返 されるだろ う」。

十 四ペ ー ジで は、 この著 者 は個 別の事 象 につ いて語 ってい る。 それ を裏返 せ ば逆 に、

二万 人 よ りもず っと強大 な軍隊 に対 して、気迫あふ れる反対 勢力が どの よ うに立 ち向か え

るか とい う生 々 しい実例である。 もしもチ ャールズー世18が 五千人の軍隊 を保持 していた ら、

国民 は 自分た ちの 自由を守 るために国王 に一撃 を加 える ことはで きなか ったであろ う、 と

彼 は言 う。

この話 を逆 さに し、議会 が どの ような軍隊 を維持 していたか、 また国王 が何 を保持 して

いたか を思い起 こ してみ よう。それでい て国王 は玉座 を守 るためにいかに多 くの手段 を講

じたであろ うか。

議会 は海軍 、並 び にすべ て の要塞 、弾薬庫 、軍 人 を指揮 下 におい てい た。一方 、国王

は、 ノッテ ィンガムで 国王旗 を翻 して兵 を起 こした とき19、軍艦 も、軍隊 も、武器弾薬 も、

さらには軍 資金 も持 ち合わせ ていなかった。それで もイ ングラ ン ド国民 と戦 うために出陣



した よ うに思 えた。一方 、全市民軍 は軍事査 閲官の指揮 下 にあ り、議会 の手 中 にあ った。

それで も国王 は議会 側が戦 闘準備 を整 える よ り早 く、キネ トン ・フ ィール ド20で戦 闘態勢

を整 え、軍 隊の先頭 に立 ち、その会戦 を国王側の記録で は勝利 と記 したので ある。

それか らこの著 者 はジ ェイムズニ世 に話 を進 め、 「も し彼が イ ングラ ン ドの カ トリック

化 を試 みず、恣意的 な権力 だけで満足 していれ ば、国民 の手足 を束縛 で きただろ う。その

後 ジェ イム ズニ世 は国全体 と自分 自身 の指揮下 の軍 隊 を 自分 に反抗 させ る結 果 となって

しまった。 それで も我 々は この革 命 を奇跡 に近い ものだ とい う」。 この発 言 に関 して私 は

反論 す る。 いや、そ の点では全 く奇 跡 な どでは ない とい うこ とをイ ング ラン ドの貴族 も、

ジ ェン トリも、庶民 も誰 も疑 わない。 ジェイムズニ世 を理性 に従 わせ たのであ る。そ うで

なければ彼 らは現在の 国王 を招 き入れ なか ったであろ う。 とい うのは彼 らが現国王 に奇跡

を起 こ して もらうこ とを期待 していた わけではない。 自由 な議会 を獲得 して もらい たか っ

ただけであ る。それ は十分 に国王の宣言 に表 明 されてい る。 しか しこの中 にこそ革命の奇

跡があ る。

神の摂理 に よる フ ィリップス ブルクの包 囲戦21よ りフラ ンス国王 軍の撤退 は、あ らゆる

政策 に反す る もので はあるが、 オラ ンダ軍 の前線 に陽動作戦 を仕掛 けてい た ら、彼 らは軍

隊や州総督 を生 きなが らえさせ るこ とはなかっただろ う。

す ば らしい天 の配剤 に よる風 と天候 に よ りジ ェイムズニ世 の艦 隊 を閉 じこめたので奇襲

を容易かつ安全 に した。

そ してつ いにジェ イム ズニ世の逃亡 につなが り、 内乱 を起 こさず に王 国全体 を再 び平 静

に戻す こ とがで きた。 これは世 界の予想 に反す ることであ り、奇跡 に近 い事柄 である。

ここで我 々は彼の引用 を吟味 してみ よう。それ に よって彼の他の例 を想像 させ て もらう

ことと しよ う。それ は実 際、総 じて極 め て昔 の話か ら選 ばれ てい る。彼 の言葉 に よれば、

極 めて少数の軍隊 で も革命 を起 こせ る とい う。 オ リヴ ァー ・クロム ウェル22は一万 七千 人

の軍隊 を残 した とい うが、嘘 つ きは記憶力 が良 くなければ な らない23。 彼 は三万五 千人以

下 の兵士 で議会 に認め させ た革 命 を実行 したのではない。 もし彼が 一万七 千人 を残 したの

な ら、(そ の数 で も私 は認 めないが)、 その と きモ ンク将軍24指 揮 下の少 な くとも一万二千

人の軍隊がス コ ッ トラ ン ドに残 されて いた と思 われ る。 ア イル ラン ドには昔の軍隊 か ら引

き抜かれて一万 人以上 が残 っていたで あろ う。その ほか に も主義主張 を変 え、 降伏 した も

の もい る。 プ レ トリア ン25の兵士 につ いては ローマ帝国 内で 自ら革命 を起 こ した とい う話

は聞いた ことがない。ジュリアス ・シーザーは彼がガ リア26か らローマへ進軍 した ときはずっ

と大勢 の軍隊 を伴 っていた。そ して ドミテ ィアヌス27や 、 テ ィ トゥス28と かテ ィベ リウス29
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の皇帝 に宣 戦布告 した ときはず っ と大 きな軍隊であ った。 それか らオッ トーマ ン帝国 につ

いて は、 この著者 は ほ とん ど無 知であ る と思 われ る。 イエニチ ェ リ30は この帝国で 、この

戦争 まで七万 人を下 った ことはない。彼の言 うイエニチェ リの宮廷 とは何 の ことかわか ら

ないが 、セ リム31が 父の アム ラス32を殺 した とき、そ の戦 い には五 万 人以 上の イエ ニチ ェ

リとスパ ヒス33が い た。 しか しもし一 万七千 人の軍 隊で この 国を隷 属 させ る ことがで きる

な ら、この著者が愚 かに も仮定す る ように、我 々の市民 軍 も同様 な能力があ るであ ろう。

彼 の十五ペー ジのパ ラグラフに関 して、彼 はこの軍隊 は臨時の もので あ り、我が政体 の

一 部で は ない とい う。そ んな話 は聞い た こ とが ない と彼 に言 っておか なけれ ばな らない

が、賛成 なので黙 って認 めたい。国王 と議会が我が 国の存立の ために必要 だ と認め るだけ

の数 の軍隊 を、 また必要 と認 め る限 りの期 間、維持 すべ きで ある。 そ して この軍 隊のせ

いで我 々の 自由が危 険に さらされ るこ とはないであ ろう。現在 の我 々の国王 と議会 とのあ

い だには満足 のい く連合が形成 されている。国王 は国民 の 自由 を侵 害 しよ うとはせず 、国

民 も国王 の特権 を侵そ う としない。国王は国民の安全 のために軍隊 を要望 しているのであ

り、国民 は必 要 な軍隊 は拒 絶 しない。 しか しここで著者 は、 このパ ンフ レッ トの最初 で、

王 国の安全 は適切 な均衡 にかか ってい る と言 い、 また同時 に、我 々の軍 隊、 も しくは弾薬

は国王に委ねては ならない と我 々に告 げてい る。 これで適切 な均衡 と言 えるのだろ うか。

さ らにこの著者 は続 けて、 国民が財 布 のひ もを握 ってい るのだ と言 うが 、 この発言 は

全 く議 論 の価値が ない。 軍資 金 に よ り軍 隊 を徴募 す るの と同様 に、軍隊が 資金 を徴収 す

る。彼 は実際 、「それ はあ ま りに も絶 望的 な手段 であ る」 と言 いたい よ うだ。彼 らしい発

言で ある。ただ彼 に尋ね てお きたいが、二万の軍隊で この王 国全体 を制圧 し、武 力 を背景

として民 家 に無料で軍隊 を駐 屯 させ 、生活 させ るこ とがで きると考 えているのか。 イング

ラ ン ドにおいて船舶税が実施 された と きの 国民 の警戒心 の ことを考 えて もらいたい。 当時

チ ャール ズー世 は軍隊 を持 ち、議会 は閉会 中であった。 この とき国王 は国庫の閉鎖 を提案

してい る。彼 は実 際、少 しで も可能性 のある ものはすべて仮定 してみ ようと考 えて いる よ

うであ る。 もしも国庫が閉鎖 され た らどうなるだろ うか。 この資金は国庫 に規定通 りにあ

るわけで はな く、軍隊の援助 を得 て徴収 しなければ な らない。だか らその経費 は収入 と同

額 になる。騎 兵 によって資金 を徴収 した イングラ ン ドにおいては、考案者の破滅 に終 わっ

た。 そ して著者 は、「過去 に起 こった ことは常 に繰 り返す」 とい う。

この点 か ら著者 は国王 陛下の 人格 に関 して横 柄で無礼 なひや か しを続 ける。「我 々は国

王 の美徳 を誘 惑 に導 いて危険 を冒すべ きでは ない」 と述べ る。彼 に言 わせ れば、 「我 々の

英 雄は雑多 な混血」 であ り、大抵の 人はあ らゆる害悪 をなすので 、子供 や精神障害者 を扱



うように対 処する ことを支持 している。 そ して、 自分 たち 自身や他人に危害 を及 ぼす恐れ

が あるので、彼 らか らすべての武器 を取 り上 げ る。将来 、オオカ ミに牙 を持たせ ないで く

れ とアポ ロに懇願 した羊の よ うに。

彼が 「廷 臣たち」 と、複数形で示 した ことは、 人の 目を欺 くには薄す ぎる覆いで しか な

く、あ たか も多 くの言葉 で語 られたの と同 じぐらい に明 白で ある。 すなわ ちこれ は国王 に

対 して直接 に投 げかけ られた言葉であ る。 なぜ な ら、我 々はこれ まで誰 について語 ってい

た だろ うか。「軍 隊や王 国の武 器弾薬 を委ねて な らない のは国王」 であ り、暴君 とな るの

も国王であ る。 そ して国王が資金 を集め 、国庫 を閉鎖す る、な どな ど。そ して著者 は、こ

こでは国王 にのみ可能 なことを語 ってい るのであ る。

十八ペー ジに対す る反論 を、私は きわめ て明白に示す こ とがで きる。 すなわ ちプロテス

タン トの軍隊の支配下 での奴隷 について も、教皇 や フランス軍の支配下 の奴隷 とは極 めて

異なるのだ。 イ ングラ ン ドは最 初の例 を経験 し、他の国民が後者 の例 を経験 した ことを見

て きた。隷属 に も違いが あ り、 アルジェはサ リー34よ りもま しで ある。 さ らに悲惨 さに も

程度の差が ある。そ してこれは専 制 にあだ名 を付 ける ことで はない。 ラ ング ドック35の プ

ロテス タン トに尋ね てみ よ、 フランスの竜騎兵が スペ インの宗教裁判所 よ りひど くないか

を。 しか しこれ は論点 か らはずれてい る。 イングラン ドの賢明 な方 々に とっては、 これ ら

の奴隷制 度は念頭 にない。それゆえ に、我 々はあ えて選択す る必要 もない。

私は ここで著者の説 に別れ を告 げ、事態の本 質について少 しばか り詳細 に語 りたい。そ

して彼 が提 起 してい る他 の主張 が折 々に出 て くる物語 の過程 にお いて、その答 えと合致す

るか どうか を論 じたい。

最 初に述 べた とお り、「これは我 々にと り、 どの ような意味があ るのか」。 イングラン ド

人である我 々には、世 界のいかなる国民 に対 してであれ、我が国の法律 や、国政 に関 して

不満 を述べ た りす る納得 で きる理 由が少 しで もあるのか。 なぜ な らば、私 自身が、そ して

イ ングラ ン ドの 自由土地保有者 のだれ もが我 々 自身で、暗黙の うちに同意 し、議会 におけ

る代表 者に よって国政 を行 っているか らであ る。 それ故に、我 々の 自由、 さらに我 々の生

命 も彼 らに託 されてい る。頼 まれ もしないの に出 しゃばって、国民全体 に対 してあれ これ

と指 図するあなた はい ったい何様 なので しょう。 もしも 「下院」が五万 の軍隊 を維持す る

こ とが適切 だ と考 えれ ば、彼 らは疑 いな く、 自分 たちでその軍隊 を維持 し、監督す る方法

を見 い出す で しょう。 したが って、その ような軍 隊は我 々の 自由の破壊者 では な く、擁護

者 となるで しょう。 だか らその件 については議会 に委ね よ う。

しか し、国王がい われ もな く恐 ろ しい もので あ り、「国王の軍隊 は我 々 を破 滅 させ るが、
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議会の軍隊 は我 々を擁護 す る」 とか、十一ペ ージにおいて 「共和 国は軍 隊 を持 って もよい

が、君主 国 は軍隊 を持 って はいけ ない」、 と著者 は述 べて いる。 さて、 も し召 し使 い に武

器 を持 たせ るこ とがそれほ ど致命的 な らば、市民 軍 を総動 員す る ことも、召 し使い に武器

を委ね て しまった西 イン ドの フラ ンス人がそ うであ ったの と同様 に危険であ る。常設の市

民軍 が ヴ ォー人36と か ミケ レ ッ ト37のように訓練 され 、統制 されれ ば、それ は 「常 備軍 で

あ り、 も し彼 らに機会 を与 えれ ば、彼 らと同様 に横 柄 にな る。そ して常備軍 は」、訓練 さ

れれば、「専制 的になるこ とか ら免れて安 全になる」 といえ よう。

この著者 の許 しを得て、私 は イングラン ドで二万 人の軍 隊 を維 持す る方法 を提案 させ て

いただ きたい。その軍隊 は破壊 的な ものか らは ほ ど遠 く、王権 による権利 の侵害 があった

場 合には、あ らゆ る機会 に国民 の 自由 を維持 し、 その擁護者 となる。そ れこそが世 間の要

求 であ る。 ここでその種 の私の計 画 を持 ち出す よ りも、む しろ質問 させ ていただ きたい。

なぜ な ら、政府の重大 な関心事 に関 して、私が述べ る よ りも疑い な く十分立派 に認識 され

ているに違 い ない先輩 たちにあれ これ指図す るこ とは私 には似つか わ しくない と思 うか ら

である。

ここでの問題 はよ り適切 に言 えば、我 々が語 っている軍隊 は どの よ うな種類 の もの なの

か とい うことであ る。 それは国民か ら独立 した、国王 に よって給与 を支払 われ、完全 に国

王の言い な りの軍隊 なのか。仮 に も しそれが五万 人 もの軍隊であ れば、当然一言あ って然

るべ きであ る。 しか しこの著 者は二万人以上 の軍 隊について は述べ てお られ ない し、彼 は

なんの根拠 もな しに述べ てお られ るよ うだ。 それでいて同時 に市民軍 の勇気 と実績 につ い

て語 ってお られ、六万 人の市 民軍 を設置 し、整備 すべ きだ と言 われる。 この市民軍 につ い

ての議論 は奇妙 に趣 旨が 曲げ られてい る。 ある ときは、彼 らは我 々を防御 して くれ る偉大

な英雄で あ り、 そ うでないはず はあ り得 ない、な どな どと二十ペ ージ と二十一ペ ージに続

いて説明 している。 またあ ると きは二万 人の軍 隊で も、いや 、ず っ と少数で も、 ともか く

軍隊であれ ば 「我 が国民 全員 を破滅 させ て しまう」ほ ど、 この市民 軍は弱小だ とす る。 も

し市民軍が世 界中か ら我 が国民 を守 るのに十分 強大だ とす れば、少 数の常 備軍で は我 々に

危害 は与 え られないであ ろう。 もしそ うでない とす るな らば、我 々は軍隊 を持 たね ばな ら

ない し、そ う しなけれ ばあ らゆる侵略者 に対 して無 防備 で危険に身 をさらす ことになる。

そ れゆ えにこの著 者 は、いか なる国の市民軍が 単独 で 、訓練 された軍隊 の援助 もな く、

何 らかの軍務 を果た したか を示 そ うとはな さらない。私 は市民軍 が うま く軍務 を果 たせ な

か った数多 くの例 を彼 に提示で きる。 イングラン ドの市民軍 が何 らかの軍務 を果 たせ た と

言 えるのは清教徒 革命の と きで ある。そ して議会軍の騎兵士官 で現 在 も生存 してお られる



人の名前 を挙げ ることが で きる。彼 は国王軍の騎兵 と進路 を争 うため に将軍 に よ り細 い道

に配置 された・国王軍の騎兵はチェシャーの ワリン トン橋38か ら進軍 して きたので、敵が迫っ

て きているのに気 づ き、将軍 に歩兵 の救援 を求めた。彼 は市民 軍の歩兵 を一隊 と竜騎兵 の

一分隊 を派遣 した
。歩 兵は ほとん ど身を隠 して射撃で きる通路 にそ った生 け垣 を防壁 とし

てその後 ろに陣取 った。 しか し国王軍の騎兵 が現 れ るとす ぐに一発 の銃弾 も発射せず に彼

らは全員逃走 した。 これ らは訓練 され た市民軍 であ った。 しか し我 々の著者 はいつ くかの

国の市民軍が国民 を守 った と して三つの例 をあげてい る。そ してある国の市民軍の勇敢 さ

を示 した、 さらに三つの例 を挙 げてい る。 これ らの例 について少 しばか り吟味 してみ よう。

ポーラン ド、ス イス、そ して グリゾン39は常備軍 もな く強大な隣国か ら自国を防衛 した国々

である。ポー ラン ドに関 しては、 どの程 度 まで 自衛 したか をの ちに示 したい。スイス とグ

リゾ ンに関 しては強大 な敵 に囲 まれて国家 を維持 しているが、それ はサ ヴ ォイ公が フラン

ス とスペ インの問で 自衛 してい るの と同様 であ り、ハ ンブル グがデー ン人 とゲル大公 国の

間で存続 している ような もので もあ り、ジュ ネー ブが フラ ンス とサ ヴ ォイの 間で存続 して

い るような ものだ。 隣国が彼 らを餌食 に して しまえない と言 うのでは な く、一方が彼 らを

攻撃すれ ば、他方が彼 らを援 護す るか らである。 とい うの は彼 らを一方が所有す るこ とは

他方に とっては不 利益に なるか らであ る。

しか し、今 は市民軍 について語 らねば な らない。先の戦い にお ける ロン ドンの補助部隊

や、 この戦争 にお けるヴ ォー人 とか ミケ レッ ト人について見 てみ よう。 ロン ドンの補助部

隊については、見習い兵 と呼 ばれていたが、彼 らは善戦 した。 それは訓練 された軍隊 と協

力 しての話 であ る。付 け加 えて言 うな らば国王 の当時の軍隊 は未熟 であ り、補 助部隊 と大

差が なかった。

ヴ ォー人は孤児 で あ り、臆病 者 を戦 わせ るほ どに悲惨 で絶 望 的 になって いる人 々であ

り、家族 を殺害 され 、財 産 を失 って、耐 え難 いほ ど怒 り狂 った 、少数 の零落 した 人々で

あ った。そ して、彼 らは ドラゴンや復 讐の女神 た ちにな った と見な される人 々で あった。

そ んなヴ ォー人で さえ も小部隊や小競 り合い、奇襲、駐屯 地の襲撃 な ど以外 は決 して戦わ

ず、近寄れ ない岩場 の隠れ家で守 られ、断崖の後 ろに潜 み、そ こか ら稲妻 の ように敵 に襲

いかか り、 どこにい るか もはっ きりとわか らない うち逃げ去 って しまう戦法で あった。

カタロニ アの ミケ レッ トは もう一つ の例 である。 これ らは山岳 地帯の優位 な地形 を利用

して護送隊 を待 ち伏せ した り、小部隊 を奇襲 した りしたが 、その国 にお ける自軍 の弾薬庫

か ら遠 く離れてい たフラ ンス軍 に多大 な損害 を与 えた。 この ように話 を進め るの は、これ

ほ どまで巧妙 な論争者 と議論 す るには事物 を きわめて正確 に述べ る ことが必要 だか らであ
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る。 しか しヴ ォー人に とって もスペ イ ンゲ リラ兵 に とって も野戦 にお ける戦 闘は別に並外

れて優れ た ものではない。 アイルラ ン ドの市民軍 に関 して は彼 らの名声 はすべ て軽 蔑 され

るべ き、惨 めなア イルラン ド人の行状 のせ いにす ぎない。 アイルラ ン ド人の ような烏合の

衆 の軍隊以外 、 どの ような軍隊 を相手 に イニ スキ リング40や ロ ン ドン ・デ リー41が あの よ

うに立 ち向かい耐 えられ たであろ うか。 したが って市民軍 の これ らの偉業 はすべ て幻で あ

り、現 在の状況 には全 くあては まらない。

ここで少 しばか り返答 の形 で主張 してお きたいが 、現在 、 イングラ ン ド国民 に とって通

常 以上 に防衛体制 を整 える ことが必要 と思 われる。 もし私が これ を証 明で きなければ、何

も言 うつ も りはない。第一 に、 この必要 性 は近隣諸 国の姿 勢 か ら由来 す る。 このパ ンフ

レッ トの著者 によれ ば、「以前 は市民 、兵士 、そ れに農民 には相 違が なか った」 とい う。

しか し現在 は事情 が異 なる。戦争 は科学 とな り、軍隊 は専 門職 とな った。そ して我 々の近

隣諸 国は経験 を積 んだ兵士の軍隊 である常 備軍 を維持 している。それで我が国が常備軍 を

持 たなけれ ば世 に も奇妙 な非武装状態 で危険に さらされ ることになる。

昔 は戦 いの方法 はみ な共通 であった。 も し兵士が戦場 か ら軍営 に逃 げ帰 れば相手 も帰陣

した。 これは敵味方双方 に とってお互い に好都合 なこ とであ った。 しか しローマ人は どの

ように して 自分 たちの国境 地帯 を守備 し、植民地 を経営 したので あろ うか。それは ローマ

市民 によって な されたわけでは な く、軍 団兵 に よって なされ たのである。そ して近隣諸 国

が訓練 され た兵士 か らなる常 備軍 を保持 している ときに我が 国は非 武装 の ままでい るべ き

で あろ うか。突然 の紛争 に対 して誰 が我が 国の安 全 を保 証す るの であ ろ うか。 ウ ェス ト

フ ァリア条約42と ナ イメーゲ ン条約43を 調べ て、 フラ ンス国王 の行動 を吟味 してみれ ば誰

で も、 目に見えて優位 な状況 にお いて、 この ような条約が 自分の身 を縛 るほ ど神聖 な もの

だな どとは思 ってい なか ったこ とが わかるであ ろう。 またなぜ 彼 をその よ うな誘惑 に導 く

必要が あろ うか。彼 とロ レン公、サ ヴォイ公、そ してスペ インとのい くつか の条約 を考え

てみ さえすれば よい。 それ らの条約 が締 結 され た後、 ロ レン全土の捕獲 とか、サ ヴォイ全

土 の占領、 さ らにルクセ ンブル グ全土の 占領 と続 く。 ナ イメーゲ ン平和条約 に真 っ向か ら

違 反 しての オ レンジ公 国に対 す る奇襲攻撃 、な どな ど。そ して この よ うな隣国があ りなが

ら我 が国 は軍隊 も持 たず、非武装の ままでい るべ きであろ うか。 もし我 が国が完全 に無防

備 であ ると気づいた フランスが我が 国を侵略 しない と誰が保証 で きようか。

この差 し迫 った事 態 に答 えて この賢 明な著者 は言 う。「我 が国 は対抗 すべ き手段 を保持

すべ きで ある。我 が国は陸上兵力 を持 たな くて も、海軍力 を持つべ きであ ろう。す なわち

立派 な艦 隊で ある」。誠 に ご立派 な説 であ る。 しか しこれは ジ ョンソン氏の もう一つの偽



、

りの紋章で はなかろ うか。烏合 の衆の ように、マスケ ッ ト銃隊の奴隷 となる ことと同 じで

はないだ ろうか。我が 国の現状 は、 この著者 によれば陸軍 よ りは海軍 に よる専制 政治の危

険に さらされてい る とい う。 いや、私が立派 な艦隊 の提督 であれ ば、四万 人の軍隊の将 軍

である よ りもこの国の専制君主 として君臨 しよう と企 てるであ ろう。記憶 に よれば、四年

前 、ジ ャコバ イ ト派の大い なる叫 びであ ったが 、同盟 国のための戦争 に(い まい ましい同

盟 国だが)莫 大 な負担 を強い られた。我 々に立派 な艦隊 を保持 させて もらえれば、世 界中

を相手 に我 が国 を防衛 して 見せ よ う。誰 が没落 し、誰が覇権 を握 ろ うと も、 だれに も我が

国 に干渉 させ は しない。神 に感謝すべ きであるが、国王 は何 が イングラン ドの利益 になる

か、 よ りよくご存 じであ る。 フラ ンダースでの戦争 は、誰が侵入者 であ ろう と、 イ ングラ

ン ドでの戦争 と同 じであ る。あ る王 国 と強大 な敵国 との 問の防壁 は極 めて重要 な ものであ

り、 オラ ンダは常 にスペ インを援助す るための戦争の負担 に十分値打 ちがあ ると見 な して

きたのであ る。 そ うす る ことによ り彼 らは 自国の国境 地帯か ら戦争 を遠 ざけ るこ とが で き

たのであ り、我が国 も同様 にすべ きであ る。

この艦隊 とい う愚 かな対抗 手段 を擁護す るために この著者 はあえて次の ように語 ってい

る。「もし我 が国 の艦 隊が十分 に武装 されてい れば、我が 国 を侵略 しような どと考 える君

主は愚か であ る」。 しか し我 々は事 態が異 な るこ とに気づ いた。 ま さに この戦争 におい て

ジ ェ イム ズニ世 はア イルラ ン ドに侵攻 し必、フ ランスが八千 人45の援 軍 を送 り、彼 らはボ

インの戦いで奮戦 したので、 も しジェイムズニ世 が 自分の役割 を同様 に しっか りと果 た し

てい た ら46彼 らに とって よ り価 値 のあ る勝利 とな ったで あろ う。 この後 、彼 は再 びその

八千 人を送 り、サ ン ・リュー ト氏47を 派遣 し、 さらに リム リ ック48へ救援 を送 ったが、手

遅 れであ った。 これ らすべ ての出来事 は イングラ ン ドが国家 となって以 来、かつて ない ほ

どの偉大 な艦 隊を持 っていたに もかかわ らず起 きた事実で ある。

以上 の ような経 験 か ら、 この馬 鹿げ た対抗戦 力 と して の艦 隊説 は挫折 す る。 とい うの

は軍 隊 を運ぶ こ とはそ れ ほ ど困難 で は ない か らで あ る。 オ レンジ公 が船 で運 んで きた

一万 四千 人には六百艘の船が絶対 的に必要 とい うわけでは なか った
。 しか しいつ も必要 と

い うわけではないが莫大 な物資が あ り、砲 もあ り、武器 も、そ して重 い装備 もあ った。 と

い うのは、ポ ワンテ ィ氏 は遠征 では十 六艘 の船で カル タヘナへ四千五百 人 を運 んだのであ

る。 そ して、先 に述べた八千 人は三十五艘 か ら三十八艘 の船 で アイルラ ン ドへ 運ばれたの

であ る。

別 の惨 めな例 は、 この著者が我 々にあてがお うとしてい る市民軍で ある。彼 は これ らを

誇大 に評価 し、世 界中の敵か ら我が 国 を守 るの に十分 な戦 力だ とい う。 それでいて同時に
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少数 の軍隊 との比較 で価値 の ない もの とす るほ ど過小 評価 してい るのであ る。彼 は確 か

に、 もし 「国王 に少 数で も衛兵 を持 たせ れば、 これ らの市民軍 では我 々は滅 亡 し、我 々の

自由 は破壊 され る」 と認め ている。 これは誰 に も理解 で きない、ひ どい論理 である。

もし市民軍 が よ く訓練 され鍛錬 されたな ら、彼 らは軍隊 と同様 に我 々を奴隷化で きるだ

ろ う。 もしそ うで なけれ ば、彼 らは我 々を守 ること もで きない。 も し彼 らが我 々を守 れな

いな ら、彼 らは無意味 であ る。 そ して、 もし我 々を守 る ことが可 能な らば、危 険 となる。

しか し、 この著 者 は、 「市 民軍 には危 険 はない。 なぜ な ら市民軍 は我 々自身であ り、 その

士官 は地主であ る地方紳士 である」 とい う。 だ とす る と、我 が国の軍隊 は イングラ ン ドの

土 地や財 産持 ちの紳士 が多 いの では ないか。 そ して我 々は彼 らが イ ング ラ ン ドの田舎 の

紳士 や、 自作農や、市民 と同様 に先の治世 にお いて、密 談 を持 ちか け られた とき、専 制政

治の魅力 に動 じず 、 イング ラ ン ドの プロテス タン トの利益 と自由 にそむか なか ったの に

気 づかなか ったの か。彼 らは将校任命辞令 を放棄 し、不 法 な命令 に不服従 の態 度 を示 さな

か ったであ ろ うか。臆病 な市 民が実 に不愉 快なおべ っかや、度の過 ぎる熱 弁 を奮 って、国

王 に呼 びか けていた とき、 自分た ちの束縛 された苦境 を感謝 し、 国王が求 める前 に自分た

ちの特権 をみず か ら放棄 した。 これ らの 人々は我 々の 自由 を守 らなければな らない人物で

あ り、我 々の 自由は立 派に守 られ るで あろ う。神 の ご加護 を。 この事例 に直接 に当て はま

るスペ イ ンの侵 略の題 目に関す るウ ォル ター ・ロー レイ卿49の 肉筆 の演説原稿 を示 さなけ

れば ならない。 このパ ンフレ ッ トの著者 は、少数の軍隊 を運ぶ のに莫大 な海軍が必要 だ と

い う例 をあげるためにスペ インの無敵艦 隊は一万八千人の兵士 のみ を乗せて 出撃 した とい

う。 しか し彼 はスペ イ ンの無敵 艦 隊が フ ラ ンダー スで さらにパ ルマ公50と そ の指揮 下 の

二万八千 人のオ ランダ兵 を乗船 させ る計 画であ った こ とを忘 れてい る。 ウ ォル ター ・ロー

レイ卿が その紳士 に述べた よ うに、その軍隊があれ ばこの王 国 を征 服 しよ うと考 える こと

はあ り得 な くはない。そ してエ リザ ベス女王が その よ うな事 態 に非常 な危機 感 を抱 かれ、

女王 は しば しば ウォルター卿 に次 の ように話 されたそ うである。す なわち、海上 で無敵艦

隊 を撃滅 してい なけれ ば自分 たちは破滅 してい たで あろ う。 とい うの は我が 国の軍 隊は駆

り集めの兵士や 、市民軍 な どだか らである。

話 を続 ける と、 このパ ンフ レッ トの著者が主張す るフラ ンス王が戦争 を再 開 しそ うもな

い とい う説 についてすべ て認 めた と しよう。そ れは彼 に とって極 めて致命 的な ことであ っ

た。 そ してジ ェイムズニ世 の帰還 に関 して は、つ ねに市民 軍が彼 に対処す るのには最 適で

あ る と しよう。 しか し、彼 自身の最 悪の状態 を考 える方 法 を使 えば、 フラ ンス王が同盟 に

単 なる儀 礼的 な態度 を示 しなが らも、宣戦布告 を し、少 しばか り息 を吹 き返 した とき、可



能な限 り突然 に、単独 で、我 が国 に五万 人の軍 隊 を殺到 させ るで あ ろ う。我が 国の艦 隊

が 、ジェイムズニ世がそ うで あった ように、た また ま閉 じこめ られてい た ら、彼 らがその

機 会を捉 えて上陸すれば 、彼 らの軍 隊に対抗 す るために、 まさに我が国 は市民軍 を招 集 し

なければな らな くなる。市民軍 は奮戦 す るだ ろ う。 しか し、 フランスお よびス イスの歩兵

六十個大 隊に対 して何がで きようか。 この紳士 は もし市民 軍が敵 に対 して一発 も発砲 す る

こ とな く、全 員逃走 した とす れば 自ら縛 り首 になる とい うのであ ろ うか。私 は絶対 その よ

うな 目には遭 いた くない。

しか し、他方、 も しも市民軍 が外 国軍隊 に対 して十分 な防衛力 となる とす るな らば、国

内勢力 に対 して も同様で ある。 と くにこの国内戦力 は外 敵 に侵略 されない程度 に十分 な戦

力 に とどめ られ るような適切 な均衡 を保たれ るのであ るか ら。例 えば、国王が衛兵 と駐屯

兵 を含 み、二万人の軍隊 を常 時維持 し、訓練 され鍛錬 された イ ングラ ン ドの市民軍が これ

に加 われば、市民軍単独 では何 もで きな くて も、かな りな戦力 になる。私は数多 くの市民

軍の活躍の例 を彼 に示す こ とがで きる。 しか し正規 軍 と合 同で行動 した時以外の彼 らの真

の勇敢 さについて聞いた り、読んだ りした ことはない。

悪 名高い例 をは っ きりと挙 げ るな ら、 コンデ公 が シャレ ン トン51でパ リ市民 を攻撃 した

とき、その大都市 は大騒動 とな り、 コン ド公 を追い返すため に二万 人 を派遣 した。 コ ンデ

公は千五百の騎兵 と竜騎兵 で彼 ら全軍 を追 い返 し、彼 らは城 門内に逃げ帰 るまで後 ろを振

り向 くことはなか った。

一定数の軍隊 を維持す る ことの別 の必要性 と して、新規 に編 成 した軍隊 を軍役 に耐 える

ように訓練す るには多大 な費用 と困難が伴 うことであ る。 あえて言 うならば、戦 闘の性 質

が変貌 し、戦争 の技術 が進歩 したの で、国王 が新 しい軍隊 を編 成 し、戦闘経験 のない新米

の士官 に指揮 させ る とな ると、三年 はかかる ことにな り、敵 に対抗 で きる能力 を備 えるに

は三万 人が必要 とな るであ ろう。戦 闘は昔 とは異 なる。 この著者は本で読 んだだけの兵士

であ る と思 う。 なぜ な ら彼 は、読書 に よ り工兵 になれる、 と言 ってい る。 しか し、本で学

んだだけの砲手 が町 を砲撃で きたな どと言 う話 は聞 いた ことが ない。 その ような思考方法

は量 りや 図形 には応用 で きるか もしれ ないが 、実験 は実践 に よ り成果 を生み 出す のであ

る。兵 士の精神 を高め 、(城 の堀 の)外 岸 の斜 面 に向か って猛攻 撃 をかけ るこ とを覚 え さ

せ るのは、マスケ ッ ト銃 を扱 い、命令の用語 を覚 える ことで はない。兵士 は勇壮 さの段 階

に至 る前 に慣 れ によって戦争 の恐怖 をよ く知 っておかなけれ ばな らない。 イングラン ド兵

に内在的価値 があ る とい うわ けでは ない。 しか しイングラ ン ド兵が フラ ンダースで戦い、

我 々の 自由 を守 るため に敵 と対峙 して一命 をなげ うってい る ときに、 この著者が兵士 に対
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して投 げか ける口汚 い言葉 によって彼 の主張が補 強 され ることはない・ 見下 げ果てた この

パ ンフ レッ トの著者 によって浮浪児 とか鶏 泥棒 な どとい う悪意 に満 ちた言葉 で扱われ るこ

とは耐 え難 く、過酷 であ る。私 は兵士 ではない し、兵十で あった こともないが、我 々が現

在 の 自由 を享受 し、国王が王冠 を戴 き、国家が平和 を享受 してい るの は・ このパ ンフ レッ

トの著者が言 うところの、「浮浪 児」の血 であが なわれてい る ことは認識 してい る し・彼

らに対 して少な くとも礼儀 はわ きまえたい。

(こ のパ ンフ レッ トの著者が 呼ぶ よ うに)す べ ての英雄 たち を失 った場 合、 イングラン

ドがいか に奇妙 な国家に なるか少 しばか り吟 味 してみたい。実際 、 もし私が千 人の部下 を

持つ海賊 であれば、海岸地帯 を常 に恐怖 に陥れ るため に手 をつ くす だろ う。我が国 は世 界

で いかなる名声 も帯びてい るよ うに振 る舞 って はな らない。 いか なる国 も我 々の友好 を評

価 しないであろ う し、我が 国に対す る攻撃 を躊躇 しないであろ う。我が 国の外 国での交易

は安 全で もな くなるだろ うし、国内の交易 も同様 である。我が国の平和 は、現 在 しっか り

とした土台の上 に確立 されてい るが、それ は何 に よって獲得 され た ものであろ うか。戦争

によ り獲得 され た ものであ る。 さ らに、第二 の原因 について述べ るな らば、我が軍の勇気

で ある。そ して何 がそ れ を守 るので あ ろ うか。真 実 同 じ く我 が軍 の名声以 外 にあ り得 な

い。そ して もしその名声が地 に落 ちれば、我 が国の平和 は どれ くらい続 くで あろ うか。原

因を取 り去 るな らば、その結果 である平和 は、確 実にそれ に続 き、消 え去 るで あろ う。

こ こで この著者が我 々に提 唱 してい る事 と同様 な危 険 を冒 した 国家 の歴 史 を少 しばか り

吟味 してみ よう。そ して、補助 部隊 を解散 させ る まで、 ローマ 人に よって征服 され ること

のなか った カルタゴの遠 い昔 の話 にさか のぼる まで もな く、常 に皇帝 に軍隊の援 助 を認 め

なか った コ ンス タンチ ンノー プルの市民 は当然 の結 果 と してま もな くトル コによって破滅

させ られてい る。話 を我 が国の近 くに戻 そ う。 フェルデ ィナ ン ドニ世52は ドイツの プロテ

スタ ン ト地域全域 を躁躍 し、そ の政体 自体 をまさに解体 しようと していたが 、そ れはすべ

て自国を守 る十分 な軍事力が なかったためであ る。 そ して もし彼 らが偉大 なグス タフ ・ア

ドル フス53に よって救 済 され なかった な らば、彼 らを救 うため には全 能の神が奇跡 を起 こ

さなければ ならなか ったであろ う。次 にポー ラ ン ドをみてみ よう。 このパ ンフレッ トの著

者 が常備軍 を持 たず に 自国 を守 り抜 い た 自由諸国 の一 つで ある と見 な してい る国であ る。

この件 につい て彼 はほ とん ど知識が ない と思 うのであ るが、第一 に理解 すべ き事 は、 ポー

ラン ドは自国を守 り抜 いたので はない。 または仮 にそ うであ った として も、軍隊 も持 たず

に我が 国が で きる程度の、極め て嘆 かわ しい状 況であ った。 もし くは、 ピク ト人や スコ ッ

ト族が我が 国の敵 対す る隣国で あった ときの ような昔 に我が 国に可 能であ った ような程 度



の もので あった。常 備軍 も持 たず に 自由 を享 受 してい るポー ラ ン ドが いか に して 自国 を

守 ったか検討 してみ よう。第一 に、柔弱 なモス クワ人に リ トアニア側 を略奪 され、ポー ラ

ン ド軍 は常 に野戦 では敵 を打 ち負か したが、 それで もモ スクワ人はポー ラン ドの市民軍が

集結 す る前 に、最初 に彼 らの国 を掠 奪 した。他方 、 タター ル人は数度 の素早 い攻 撃で北部

ポー ラ ン ド、 ウクライナ、ヴ ォル ヒニア、 さらには クラクフ54の城 門 まで も躁躍 した。そ

して五 十年間の うちに彼 らは これ ら惨 め な自由人百万 人 を奴隷 として連 れ去 った と言われ

ている。 その結果 、アジア全域 がポー ラン ド人の奴隷で満 ちている。

東部 においてはス ウェーデ ン王 、カル ロス ・グス タフス55が王国全域 を躁醐 し、ワルシャ

ワ、 クラクフを占領 し、国王 カ シ ミー ルを打倒 し、シ レジ アへ敗走 させ たが 、それはただ

一度 の会戦 であ り
、そ して実 際、前線 で対抗す る軍 隊が準 備で きなか ったか らである。 と

い うの は カシ ミー ルが 復活 し、軍 隊 を再結 集 す る とた だ ち にカ シ ミー ルは対 抗 し、ス

ウェーデ ン王 と遭遇 した ときは どこで も不屈の決心 で戦 った。 しか しこの国の荒廃 は長い

間回復で きなかった。

我が 国に よ り近 く、当面 の問題 に よ り近い話 をす れば、隣国 オラ ンダは、現 在の国王の

少 数派であ るデ ・ウ ィッ ト派の 人 々が、バ ーナベ ル トの方針 をかかげ 自国の 自由 を守 り、

蘇 ったが 、 自分た ちの 自由を守 るために、 オ レンジ家 の権 力 を押 さえたい と主張 した。 し

か し以前 自分 た ちの 自由を確立 した軍隊の力 を恐 れて解散 させ、 自分 たちの安 全 を確保 す

るために、訓練 された一市民軍 に頼 った.こ の市民軍 こそが この著者が語 っている ものであ

る。 いや、 この市 民軍 は軍隊 の顔 を持 ち、給料 を支払 われて維持 され ている。 しか し士 官

職 は有力市民の子息 に与 え られてお り、町は 自分た ち住民の 中か ら統治者 を選 んで いる。

これが まさ し くこの パ ンフ レ ッ トの著者 が提 唱 してい る ことであ る。 この事 態の結 末

は どうなったで あろ うか。 これ らの勇敢 な部隊 は前線 の町 の要塞 に配置 され た。そ して

一六七二年 、現 在の この利己的 なフラ ンス国王が神聖 なる ウェス トフ ァリア条約が締結 さ

れ ている に も関わ らず 、二 つの恐 ろ しい軍 団の先 頭 に立 ち、 この国 に侵攻 したので ある。

そ してこれ らの市民 軍は、国民の 自由の防波堤であ ったのだが、一撃 も加 えず に、 フラン

ス軍が 占領 して しまう前 に、二千 人 とか、三千 人 とか 、いや六千 人 もの兵士が駐 屯 してい

た極め て難攻不落 の町 を明 け渡 したのである。その結果 、お よそ四十 日の問にフラ ンス国

王 は四十二 の強大 な町 を占領 したのである。彼 を邪魔す る軍隊は戦場 にはいなかったけれ

ど、現在で あれば七年 はかか るで あろ う。その と き国民 は 自分た ちの過 ちに気づ き、 この

破滅 を招 く提言 を した著書 を破 り捨 てる ことで贈 う しか他 に方法が なか ったので ある。

そ して真実 、 これ らの例 は非常 に生 々し く思 え、 このパ ンフレッ トの著者が 、 これ らの
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出来事 を知 らないほ ど無 知であ るとは思 えないので、返答 を用意 していないはずは ないだ

ろ う。 彼 は 自分 のパ ンフ レ ッ トに対す るあ らゆ る反論 におい て、 これ を予想 で きるはず

で ある。 これ らの出来事 は隣 国が軍備 を整 えてい る場合 に、 これ らに対 抗 で きる もの は

艦隊 だけで しかない とす るな らば、非武装 国家の結 末が どのよ うな ものに なるか少 しばか

り我 々に教 えて くれ る。す なわち以下 の ような返答 になるで あろ う。我が国 に艦隊が あっ

た として も、すべての海域 にお いて制 海権 を常 に確 保で きるか、 も しくはエ リザベ ス女王

が実行 された ように隣国 に艦船 を建造 させ ない ようにで きなければ、侵攻 され うるであろ

う。 しか し現 フラ ンス王 はこれ らの どの部類 に も含 まれない し、その海軍力 は侮 れない も

のであ る。 また、そ の海軍力 は弱小 な どとい う ものではな く、容易 に侵攻 を援護 で きるで

あろ うし、 この ような状 況に身 を置 くことは安全で はない。

軍隊 を必要 とす る別の事柄 は我 々自身 にあ る と思 われ る。 国王 と国民 が 同 じ気 持 ちで

あって も軍隊の助 けが必要 な ときがあ る。 ジェ イムズニ世 とその議会 は十 分に理解 し合 っ

ていた。そ して議会 は国王 に対 してそれ まで以上 に強大 な もので あった。 それで もモ ンマ

ス公 に対抗す る正規兵が なか った な ら両者 は どうなっていた だろ うか。その とき新規 に軍

隊 を編 成 しなければな らなか った とす れば、今 ジェ イムズニ世が そ うしてい るように、 フ

ランスへ立 ち去 っていただろ う。 もしくはイ ングラン ドに とどまっていた と して も、事態

は よ り悪化 しただろ う。 とい うの は私 の知 る限 り、彼 らは現在 の国王 の ように慎重 には遇

して くれなか った だろうか ら。

ジャコバ イ ト派 に関 して は、対抗手段 として なん らか の軍事力 を保 持す るため に議論 す

る値打 ちが ある ものな どとは見 な した くは ない。 ただ国王 自身に対 す る暗殺や個 人的殺 人

を防 ぐためにだけ に述べてお こ う。 なぜ な ら彼 らはフラ ンスに よって強力 な援助 を受 けた

時以外 は現 国王 と直接対 決 しよ うと した こ とはなか ったか らで ある。あ えて言 うな らば、

彼 らには決 して 自ら剣 を持 って我 が国の治安 を乱す勇気 はない。彼 らにで きる ことは、 も

し可 能 な ら、不 信 を煽 るため に策動 し、国王 と国民 を反 目させ るため に不満 を募 らせ る

か、 もし くは国王 を破滅 させ るため に密か な悪意 に満 ちた暗殺 を行 うか 、 またその手段 に

より、国全体 を流 血 と無秩 序の状 態 に陥れ ることであ る。

エ リザベス女王 のアラ ンソン公 に対す る演説 は非常 に偉 大で勇気 のある ものだ った と思

う。 しか し、その ときエ リザベ ス女王 は常備軍 を保持 してお られ なかったであ ろうか。反

対 に、女王陛下 は決 して常備 軍 を解散 させ られる ことは なか った。女王 陛下は オランダへ

援 軍 と して 、フラ ンスへ はナ ヴァール王 の援軍 として、 さ らにア イル ラン ドにも自身の戦

争遂 行の ために派遣 された軍隊 は三万 人を下 る ことは なか った。相違 があ ると言 えば、女



王 陛下は軍隊 を外地 に駐留 させ 、隣国の援助の ために使用 され、 また完全 に軍 隊 を掌握 さ

れていた ことであ る・そ してスペ イ ン無敵艦隊の接近 に際 して、 自国 に軍隊が いない事態

を非常 に よ く理解 されてい たので 、それ以後は 自国 を無 防備 な状 況 にお くこ とは決 してな

か った・ それゆえに当時の敵軍 と現在 の敵 軍 を比較 し、 また女王 陛下の軍隊 と、現在 の軍

隊のい ない我が 国を比較 す るならば、この著者 が十九ペ ージで提 案 してい るこ とは我 々の

理解力 にたいす る欺購 であ り、彼以外誰 も歴 史書 を読 んだこ とが ない と厚 か ま しくも思 い

こんでいる ような ものであ る。

さらに二 十六ペ ージで国王チ ャー ルズニ世 の話 に なる と、彼 は次 の ように語 る。「現在

よ りもず っ と少 ない軍 隊で我が 国は困難 な事 態 に対抗 して戦 った」。 この発言 には次の よ

うに答 え よう。軍隊 としては、それ らは苦痛の種 とは考 え られ ていなかった。そ うで はな

く、ローマ教 皇の同盟の状況 に付帯 す る もので あ り、 ローマ教皇の跡継 ぎが視 野 に入 って

いる問題 であ り、その ように思 わせ る ように処理 したので、事態 はそ う考 え られたか も し

れない。 さらに大 審院 はそれ を提案 し、彼 らがチ ャールズニ世 に既存 の人数の軍隊 を認め

た議会 に提案 したか のよ うに、同様 に不 当ではない と決定 した。

この著者 は もう一 つ、大胆 な断言 を二十七 ペー ジで行 ってい る。す なわち常備軍 はジェ

イムズニ世 を導 き入 れ る唯一 の方法で あ る とい う。 これは奇妙 な本 末転倒 の仮 説で あ り、

どの ような議論 を して もそれ を証明す るこ とはで きない。 しか しいつの時代で も、激 しい

革命 をもた らした兵士 の不 安定で気 ま ぐれな気 分 はその説 を受 け入れ るか もしれない。 手

短に言 うならば、 それは可 能性 があ る と彼 は言 ってい るにす ぎない。そ して国王 ウ ィリア

ム 自身が心変 わ りして、王権 を放棄 し、ジェ イム ズニ世 を再 び呼 び戻 す ような事態 と同 じ

程 度 にその可 能性 は極 め て少 ない。 それゆ え に どうか我 々に国王 を戴 かせ ない で くだ さ

い。 とい うの は真実すべ てがな された後 はこれ らの国王 は奇妙 な もので、非武装の政府 に

おいて今 まで経験 したこ とのない ような、世界 で も極めて過激 な革命 をもた ら して きたの

である。 さ らに、国王 がい なければ常備軍 も十分安 全で あろ う。彼 の言 葉 に よれば、「共

和 国におい て常備 軍 は認 め られ るが(十 一ペ ー ジ)、 君主 国では常備軍 は悪魔 その もの と

なる」。いや 、彼 は我が 国 にお いて軍隊が主 人 を追放 した時代 の オ リヴ ァー ・ク ロム ウェ

ル とマ ンク将 軍の二例 を挙 げている。 しか しこれ ら両者 とも共和 国時代 の人物 であ る。仮

に も軍隊が 国王 を追放 した こ とが あ る として も、 ジェ イム ズニ世 に関す る例 は誤 りであ

る。 ジェイムズニ世 は実際 には軍隊 か ら自ら逃亡 したのであ り、軍隊が彼 を追放 したわ け

ではない。軍 隊の一 部が敵前逃亡 した ことは事実 として も、あ えて言 えば、ジェ イムズニ

世が残 存部 隊 とともに うま く退 却 してい れば、 軍人 ら しく、 ロ ン ドンへ で も、 もし くは
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ポーツマスへ で も、 さらには両所 に退却 していれば、 フラ ンス王 が彼 を救出す るまで誰 も

彼 を追撃 して こなか ったので、上 手 くや り遂 げ られ たか もしれない し、現在 も内戦が続 い

ている事態 となっていたか も しれ ない。

この ように して私 は最後 のペー ジまで この著者 の跡 をた どって きたが 、彼 の主張 や例 な

どで重要 な ものは何一 つ省略 しなか ったつ も りである。彼の主張 に対す る答え となってい

るか どうか は読者 の判 断 にお任せ しよう。 このパ ンフレ ッ トの著者 の言危弁 的な主張の濫用

にお いて気づ いた ことは、証明が 欠けている点 を機知 によって粉飾 す るため には引用 を多

用す る ことが必要 と思 われ る。 彼の悪 意に満 ちた精神が至 る ところで読み取れ るので 、彼

は何事 に対 して も不満 に満 ちた人物 であ り、 自由の仮面 を借 りて 自分の悪意 を政府 に向け

てい るように思 われ る。 それは別 に新規 な もので もな く、 自由 とはローマ帝 国政府 を混乱

させ ようと思った人間が誰で も常 に用いた言葉であ り、それ は今 も変 わ らない。

結論

彼の この主張 に対 しては これ以上語 らないでお こう。 ただ全般 的に現 在の論争 に関 して

多 くの方 々の温か い言葉 を望 みたい。

私 に とっては、国王陛下が我 々の 自由 を保持 し、平和 を確 立す るため 、国王 自身、お よ

びその家族 に対す る反感 を克服 し、血 なま ぐさい戦争 の労苦 を経験 した後 、帰 国 された と

きに、 ジェイムズニ世 と同様 に恐 れ られ るべ き人物 として描かれ 、論争 の内容 も、周囲の

状 況の把握 も十分理解 されない うちに、精神異常者 の ごと く扱 われ、信 頼で きない 人物 と

して、一個 人が 国王陛下 をこの ように非難す るな どとい うこ とは、 この時代 に今 まで にな

か ったほ ど極めて無遠慮であつか ましい行為で ある ように思 われる。

国王陛下 は常備 軍 を要求 され たであろ うか。その ような提案 をな されたで あろ うか。 そ

の よ うな主張 をな されたであ ろ うか。 その ようなお考 えが 国王 陛下 にない とした らどうで

あろ うか。それは我 々が どの ような政府 の もとで暮 らしているか、 また、最 も寛大 な善意

に対 して非難 を浴 びせ る ような人 々の精神構 造が どの ような ものか を示す証拠 である。以

前 、 イングラン ド議会が軍 隊を解 散 させ ようと難題 に取 り組 み、国王陛下が それ を維持 し

ようと堅 く決心 しているのを我 々国民が 目の 当た りに した ときに、 国王 と軍 隊に対 してそ

の ような激 しい侮辱 的言辞 が弄 された こ ともあった。 しか し、 これは一体 どうい うことで

あろ うか。 国王 と議会が 連合 して調和 している ときこの ような言辞 を弄 する ことは とて も

我 慢で きないこ とであ り、国王陛下 は自分 に満足 い くように されるべ きであ る。そ して 国

王陛下がその よ うに行動 されるこ とを疑 わない。
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私 は軍事 政権 に賛成す る考 えはない し、賛成者で あるかの ような意見 を述べ たこ ともな

い・ しか し下 院の賛同が得 られ れば、多大 の人命 と費用 を犠牲 に して獲得 した平和 を維持

す るため に、十分 な防衛力 を維持 してお くことの必要性 に気づ かれる と思わず にはい られ

ない・その方法 は議会 にお任 せ しよう。そ して この著者 もそ うすべ きであ った と思 う。あ

の偉大 な議会 にお いて 、国王陛下 の名誉 と安 全 に対 して適 切 な敬 意 を払いつ つ、すべ て

の事柄 は我 々の 自由 を維持 す るため にな され る こ とに疑 問は ない し、 また それは可 能で

もある・議会 に席 を占め た議員 たちが、国王 と民衆 の利益 のため、 きわめて着実 かつ熱心

に努力 してい ることが示 された。す なわち、国政 につ いて、議会が提案 した事柄 に対 して

国王陛下 が少 しで も嫌悪の念 を示 された り、反論の兆候 を見せ られた りしたこ とな どは少

しも目に した ことがない。陛下 は自国の苦痛 の種の処理 は議会 の判断 にすべ てお任せ なの

で はない か。 そ してその救 済策の包括 的な判事 と しての議 会にすべ て を進 んで委 ね られた

ので はない だろ うか。 陛下は今 まで裁判 か ら悪 人 をか くまい、不満 か ら寵臣 を庇い立 て さ

れた ことがあ るだろ うか。 また議会の特権 を侵 害 された こ とが あっただろ うか。そ して王

位継 承者 に関 しては、陛下 が我 が王国 に来 られた ときに宣誓 を してお られ る。す なわち彼

の意図は我が王国 を侵略す る、いか なる君主 の手 に も陥 らない ような基礎 の もとに我が 国

の 自由 を確 立す るた めである。そ して陛下 は今までその宣誓 に違 反 され ようと した ことは

ない。そ して これ は どの ように して実現 で きるであろ うか。パ ンフ レッ トで指 示 されてい

る方法 ではない,こ の件 に関 して まだ誤 った手段 を講 じてい ない 国王、貴族 院、下院 によ

る。 彼 らに事態 は委ね よ う。 そ して も し彼 らが合意す れば、軍隊 を保持 して も、保持 しな

くて も、 どち らで もよい。訓練 された市民 軍で もよい し、訓練 された軍隊 で もよい。それ

は陛下 に とって何の違 いが あろ うか。

私 は実際 、国王 の安 全 と名誉の ために、そ して国民 の 自由のため に、訓練 されて軍 隊 と

なる市民軍 の評判 を大 い に耳 に して きた し、確 か に、軍隊 は訓練 された市民軍 ともな りう

る。 しか し私が述べ た ように、それ を決 めるのは政府 に委 ねたい。そ して、以下 の言葉 だ

けで結論 としたい。 このパ ンフ レッ トの著者 である紳十の 身元が分 かれば、次の よ うな人

物 に ちがい ない。す なわち、 自分が今 よ りま しな処遇 を政府 よ り受 けて当然であ る と考 え

てお り、政府が、 よ りましな処 遇 をすべ きであったか、 もしくは よ り冷たい処遇 をすべ き

であったか を認識 させ るため にこの ような手段 を とったのである。
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あ とがき

メア リニ世 との共 同統治56を 経た後 、単独君 主 となった ウ ィリアム三世 治下 の1697年 、

イ ングラ ン ドにおいて、国王 に平時 に常備 軍の維持 を認め るか否 かに関 して論争が巻 き起

こった。 この ような論争 は以前 か らあ った にせ よ、 この ときほ ど熱心 に論 じられた ことは

なか った ようであ る57。 これは名誉革命 と呼 ばれ る革命 において ウ ィリアムが王権 を受諾

す る際 に議会 によ り示 され た条件 とい える 「権利宣言 」の一条項 、「平 時にお いては議会

の承認 な くして常備 軍 を維 持 して はな らない」 に起 因す る もので ある。名誉 革命 自体 はイ

ングラ ン ドにお いては文字通 り流血 の惨事 をともなわない、いわ ゆる 「無血革命」58と呼べ

る ものであったが、ス コ ッ トラ ン ド、お よびア イルラ ン ドにおいては多 くの兵士の血が流

され続 けてお り、い まだ両 王国 は国外 亡命 中の ジェイムズニ世 を国王 と して戴 いてい た。

さらに また、 フラ ンス王 ルイ十 四世 は アイルラ ン ドにお けるジ ェー ムズニ世支持勢力 に援

軍 を派遣 してい たばか りでな く、直接 ジェイムズニ世 を護 衛 して アイルラ ン ドへ 送 り届け

ている59。

この ような状況下 で、 イングラン ド以外で は ウィリアム三世 の統治 は盤石 とは ほど遠い

状 況であ った。 これは さらにアイルラ ン ドにおいて1685年 か ら1688年 までの三年あ ま りの

短期間 に終 わったジ ェイムズニ世の治世 において、 アイルラ ン ド総督 テ ィアコ ンネル伯爵

などによるアイルラ ン ド軍 内部 のカ トリック化 が強 く影響 してい る。

この ときすで に議会派 による圧迫 に よ り、 イングラ ン ドよ り脱 出やむ な き事態 に追い込

まれ、大 陸に亡命 してい たジェ イムズニ世 はカ トリック系 ア イル ラン ド貴族 の蜂起 に呼応

して上 陸 し、 アイルラ ン ドか らイングラ ン ドの王権 回復 を目指 した。1690年7月1日 のボ

イ ンでの戦いの後 、形勢不利 と見て アイルラ ン ドか ら再 びル イ十四世 の助力 に よ り、 フラ

ンスへ 逃亡 したが 、ウ ィリアム三世 は常 にその勢力(い わゆ るジャコバ イ ト派)に よる脅

威 に さらされていた。

この よ うな周 囲の状 況にあ りなが らも、共和 主義者 による常備軍 反対 のキ ャンペ ー ンの

一環 として出版 されたパ ンフ レッ トに対 して、 ウィリアム三世 を支持 す るデ フォーが黙 っ

て い る ことがで きないの は当然 で あ る。 彼が この対 抗 す るパ ンフ レッ トを書 いた と き、

政府 閣僚 か ら報酬 を受 けて いたか どうか は明確 では ないが 、 どち らにせ よその 内容 はデ

フ ォー自身の本心 か らかけ離 れた もの とは言 えないであろ う。

内容 には この種の書 き物 として当然の ことなが ら、誇張 された主張 もあるが 、デ フォー

の面 目躍如 と言 える作 品であ る。

デ フォー はこのパ ンフレッ トに続 けて常備軍 の必要 を説 くパ ンフ レッ トをさらに二編書



い て い る60。

今 回 訳 出 し た も の は そ の 第 一 作 と な る も の で あ り 、 同 年10月 に 出 版 さ れ たJohn

TrenchardとWalterMoyleの 共 著 と 言 わ れ て い る 以 下 の パ ン フ レ ッ トに 対 す る 直 接

的 な 反 論 で あ る 。 、肋!4㎎ π〃76鉱S加 ωガπ島 漉 厩 α 翫 αノz4勿g!47〃7yB加co7z∫ 説6刎 伽 オ乃4

F7召6G・ 〃6伽z飢 α忽 α∂∫・1競 壇6∫ 伽 伽'・ オ乃6C・ 〃∫伽'ガ ・クz(ゾ伽Eπ91ガ ∫乃 .M・ノzα7吻,

London:1697(October).以 下.肋.4/9π 〃¢6班 と い う 。
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注

本 稿 は ダ ニ エ ル ・デ フ ォ ー(DanielDefoe,1660?-1731)の 以 下 の パ ン フ レ ッ トの 翻 訳 で あ る 。

So吻6R切6c'ゴoη ∫0刀 α1)α 初ρ〃6'1α'4y」Pπ ろ〃∫乃'6!,E漉'〃64,、 肋.4㎎%魏6ノ π51加z〃 加9劾 α'且

S'αアZζ/加9・47ZηツB吻00刀 ∫ガ∫'6/7'躍 励.4F766Go麗 〃襯6雇,.肋 ゴ.4∂ ∫01厩4yD6∫'7πC加6'0オ 加

Coη ∫魏 纏oη6ゾ'加E/zg〃 訪Mo襯7c勿,London:1697(以 下So〃z6Rげ6c'加 ∫ と い う)。 本 パ ン フ

レ ッ トの 第 二 版 の マ イ ク ロ フ ィ ル ム は 近 畿 大 学 経 済 学 部 所 蔵 のGoldsmiths'-KressLibraryof

EconomicLiteratureに あ る 。 同 学 部 教 授 中 村 進 氏 に ご 教 示 を い た だ い た 。 記 し て 謝 意 を 表 し た

い 。 初 版 は1697年 で 、Fo忽g〃Po∫ 乙29November-3December1697に 「昨 日発 行 さ れ た 」 と広

告 が 記 載 さ れ て い る こ と よ り、11月 末 頃 で あ ろ う 。 第 二 版 は 、1698年1月1-4日 号 のFZy腕91)o∫'紙

に 「本 日 出 版 さ れ た 」 と 広 告 さ れ て い る.4η.4響 π吻6漉5巳 加 痂 η島 漉 読 αS如 〃漉 η9∠47〃zツ ,z〃 励

Coηs67z'げPα7加 〃　6磁Zs/zo'加co/zsゴ 漉 刎 痂'乃 αF766Go刀67η 〃z6繊(銑 .の 中 で 、 「最 近 出 版 さ れ た 」

と 記 さ れ て い る の で 、1697年 末 と 思 わ れ る 。 ま た 、 表 紙 に も 「1697年 第 二 版 」 と 記 さ れ て い る 。

初 版 に お い て は そ の 著 者 と して 、D.T.と 記 さ れ て お り、 第 二 版 で はD.F .と 修 正 さ れ て い る61。 そ の

他 の 初 版 と 第 二 版 と の 相 違 点 に つ い て は 当 該 箇 所 で 記 す 。

な お 訳 出 に 際 し て 、Po1漉cα1α 雇Ecωzo〃 　1c防 漉 πgげD伽 ガ61D⑳6,y∂1.1,Coη ∫魏 纏oη α1

丁加o刎,ed.byP.N.Furbank,London,Pickering&Chatto,2000を 参 考 に し た 。

1本 パ ン フ レ ッ トは上 記 ん2、4堰 π〃　傭 に対 す る 反 論 と して 書 か れ た もの で あ る。.肋 、4㎎π耀 刎

に は 著 者 の 名 前 は無 く、 献 呈 の 辞 の 終 わ りにABCDEFGと 記 さ れ て い る が 、 共 和 主 義 者John

Trenchard(1662-1723)とWalterMoyle(1672-1721)の 共 著 で あ る と され て い る。

2JamesII(1633-1701)《 在 位1685-88》 名 誉 革 命 に よ り1688年12月25日 フ ラ ンスへ 亡 命 。 ル イ

十 四 世 に よ りパ リ近 郊 サ ンジ ェ ルマ ン宮 殿 を提 供 され た 。

3JacobiteJamesの こ と を ラテ ン語 でJacobinと い う こ とか ら 、 ジ ェ イ ム ズニ 世 とそ の 直系 の

子 孫 を支 持 す る党 派 の こ と を さす 。

4Jehuエ フ ー と もい う。 ア ハ ブ の 全 家 を 滅 ぼ した イ ス ラエ ル の王;兵 車 で の猛 攻 で 有 名 。 旧約

聖 書 《列 王 記II》9章 の20参 照 。

17世 紀イングラン ド常備軍論争16、
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51688年12月23日 夜 、 ジ ェ イ ム ズ ニ 世 は 誰 も 追 跡 、 追 求 な ど し て も い な い の に 滞 在 先 の ロ チ ェ

ス タ ー よ り フ ラ ン ス へ 亡 命 し た 。 友 清 理 士 、 『イ ギ リ ス 革 命 史(下)』 、 研 究 社 、2004年 、95ペ ー

ジ 。

6こ の 初 版 で は 署 名 はD.T.と な っ て い る が 、 同 年 に 出 版 さ れ た 第 二 版 で はD.F.に 修 正 さ れ て

い る 。

初 版 で は こ の 署 名 の 下 に 以 下 の 内 容 の 正 誤 表 が 示 さ れ て い る 。

十 四 ペ ー ジ 。 「す で に 示 し た 」 と あ る の は 「後 に 示 す よ う に 」。 九 ペ ー ジ31行 目 、 「ド ミ シ ア ン 、

チ ツ ス 、 お よ び テ ィベ リ ウ ス と あ る の は ガ ル バ 、 オ トー 、 お よ び ウ ェ ス パ シ ア ン 」。 九 ペ ー ジ18

行 目 、 「メ モ リ ア ム は メ モ レ ム 、 と 訂 正 」。 こ れ ら は 第 二 版 で は す べ て 修 正 さ れ て い る 。 今 回 の

訳 は 初 版 の ま ま に した 。

7こ の タ イ トル に よ り上 記 パ ン フ レ ッ ト に 対 す る 反 論 を 宣 言 し て い る 。

8Mr.Stephen'sunmannerlyBooks,WilliamStephens(1647?-1718).お そ ら く1647年3月27日

に 生 ま れ た と思 わ れ る 。`ALettertoKingWilliamIII,showing(1)theoriginalfoundationof

theEnglishMonarchy;(2)themeansbywhichitwasremovedfromthatfoundation;(3)the

expedientsbywhichithasbeensupportedsincethatremoval;(4)itspresentconstitution;(5)

thebestmeansbywhichitsgrandeurmaybeforevermaintained'な ど を 書 い て い る 。 彼 は 激

し い ホ ィ ッ グ 派 の 著 作 家 で あ り、 説 教 師 で も あ っ た 。D八B。

9aFerg一 お そ ら くRobertFerguson(c.1637-1714)と 思 わ れ る 。 政 治 的 策 略 家 。 ス チ ュ ア ー ト

王 朝 に 対 す る 反 逆 計 画 に 指 導 的 役 割 を 果 た し た が 、 名 誉 革 命 後 は ジ ャ コ バ イ ト側 に つ い て 活 動

した 。

1011enryVIII(149H547)《 在 位1509-47》 後 出 の エ リザ ベ ス 女 王 の 父 親 。

11CharlesII(1630-85)《 在 位1660-85》 チ ャ ー ル ズ ー 世 の 子 、 ジ ェ イ ム ズ ニ 世 の 兄 。

12WilliamIII(1650-1702)イ ン グ ラ ン ド ・ス コ ッ ト ラ ン ド ・ア イ ル ラ ン ド王(1689-1702)1694

年 ま で は 妃 メ ア リ ニ 世 と の 共 同 統 治 。 メ ア リ ニ 世 は ジ ェ イ ム ズ ニ 世 の 娘 。 ウ ィ リ ア ム と メ ア リ

は 従 兄 弟 同 一士 で 一夫 婦 。

13Corinthiansコ リ ン トス 人 と も言 う 。Corinth:コ リ ン ト地 峡 に 臨 む 古 代 ギ リ シ ア の ド リ ス 人 の

都 市 国 家 、 海 陸 交 通 の 要 衝 と して 繁 栄 。

14Lacedemoniansラ ケ ダ イ モ ン 人=古 代 ス パ ル タ 人 の 別 称 。

15ThebansThebes:テ ー ベ 人 ま た テ ー バ イ 、 古 代 ギ リ シ ア の ボ イ オ テ ィ ア の 都 市 、 ア テ ネ と 敵

対 し た 。 ア レ キ サ ン ダ ー 大 王 に よ っ て 滅 ぼ さ れ た 。

16SamnitesSamniulnサ ム ニ ウ ム:イ タ リ ア 中 ・南 部 に あ っ た 古 代 の 部 族 国 家 、 ロ ー マ と の 三

次 に わ た る 戦 争 で 滅 亡(290BC)。

17こ こ で デ フ ォ ー は 先 の パ ン フ レ ッ トの`contentedlyreturningwhentheWorkwasover'と

な っ て い る 語 句 を 微 妙 に 変 更 し て 、`contentedlyreturn'dtoitagainwhentheWarwasover'



と して い る。 詳 細 に つ い て は 、 『語 学 教 育 部 ジ ャ ー ナ ル』 第2号 、 「17世 紀 イ ン グ ラ ン ド常 備 軍

(翻訳)」 藤 原 浩 一 訳 、2006年 、156,157、174頁 参 照 。

18CharlesI(CharlesStuartl600-49)《 在 位1625-49》 ピ ュー リ タ ン革 命 で 処 刑 され た 。 チ

ャ ー ル ズ ニ 世 お よ び ジ ェ イ ム ズニ 世 の 父 親 。 妃 は ル イ十 三 世 の 妹 ヘ ン リエ ッ タ ・マ ラ イ ア

(HenriettaMaria1609-69)。 旧 教 徒 の ま ま王 妃 とな っ た こ とが ピュ ー リ タ ン革 命 前 夜 に お け る

王 の不 人気 の一 因 とな っ た 。

19議 会 と対 立 した1642年 、 チ ャ ー ル ズー 世 は北 方 に 退 避 し、 イ ン グ ラ ン ド中部 の都 市 ノ ッテ ィ

ン ガム で 蜂 起 、 軍 隊 と と もに ロ ン ドンを 目指 し、 ピュ ー リ タ ン革 命 の 端 緒 とな っ た が 、 の ち 議

会 軍 に 占 領 され た 。伝 承 で は ロ ビ ン ・フ ッ ドの 生 地 と され 、 郊 外 に シ ャ ー ウ ッ ドの森 が 残 る。

20KeyntonField現 在 はKinetonFieldと 言 う,,チ ャ ー ル ズ ー 世 対 議 会 軍 が1642年10月23日 、

Edgehi11に お い て 戦 っ た ピュ ー リ タ ン革 命 の 最 初 の 本 格 的 戦 闘 。 両 軍 と も決 定 的 勝 利 を納 め ず

に 終 わ っ た 。 ノ ッテ ィ ン グガ ム よ りロ ン ドンへ 向 け て 南 下 す る 国 王 軍 を 阻 止 す る た め に 議 会 軍

が 派 遣 され た が 、 そ の 目的 が 遂 げ られ なか った と い う点 で は 国王 軍 の勝 利 とい わ れ て い る 。

21PhilipsburghPhilipPsburgの こ と.ル イ十 四世 の フ ラ ン ス と神 聖 ロ ーマ 帝 国 との 問 の係 争 地 で

あ り、 オ ラ ン ダ戦 争(1672-78)や 九 年 戦 争(1688-97)に お い て 、1676年 、 お よ び1688年 、 フ

ラ ン ス軍 が 包 囲 攻 撃 した,,

2201iverCromwell(1599-1658)イ ン グラ ン ドの 軍 人 ・政 治 家 。 ピ ュ ー リ タ ン革 命 の指 導 者 。 護

国 卿(1653-58),、

230ヵ θ/オρね漉 〃6!αごρ〃 ρ∬6ルZ6〃zθ7ρ〃zデPθ〃'ゴビα1α〃グEビθ〃o〃z廊πケ〆オ〆〃g(ZブDα〃161Dの わ6,Vol.に よ

る と、`aliarneedstohaveagoodmelnory'と 注 釈 が ほ どこ され て い る。

24GeneralMonk,GeorgeMonckと もつ づ る,,(1608年12月6日 一1670年1月3日)。 イ ング ラ

ン ドの 将 軍 。 内乱 中 、 ス コ ッ トラ ン ド軍 司 令 官 で あ っ た が 、1660年 、 護 国卿 政 治 が 終 わ る と混

乱 の 中 、 軍 を率 い て ス コ ッ トラ ン ドよ り南 下 し、 ロ ン ドン に 入 る 。 亡 命 中 の チ ャ ー ル ズニ 世 と

交 渉 し、 仮 議 会 を 招 集 して ス チ ュ ア ー ト朝 復 活 を実 現 させ た。 そ の 功 に よ りア ルベ マ ー ル 公 爵

(1stDukeofAlbemarle)と な っ た 。1尼狛ψρゴ1α。

25PretorianSoldiersロ ー マ 皇 帝 の 護 衛 兵 。 も し くはThePraetorianGuardラ テ ン語 で は

praetoriani。 阜 帝 が 自 らの 護 衛 兵 と して 使 用 す る以 前 は 古 代 ロ ー マ の 将 軍 の 護 衛 兵 で あ っ た ・

ス キ ビ オ 家(theScipiofamily)が275BC頃 始 め た と言 わ れ て い る 。 コ ン ス タ ンテ ィ ヌ スー 世

(ConstantineI)が4世 紀 に廃 止 した。

26Gaul古 代 ロー マ 人 が 〈ガ リGalliの 居 住 地 〉に与 えた 名 称 で 、元 来 は 「ガ リ人 の土 地 」 とい う

意 味 。 カエ サ ルの 『ガ リ ア戦 記 』 で有 名。 現 在 の フ ラ ンス お よび そ の 周 辺 部 を含 む地 域 を さす 。

27DomitianTitusFlaviusDomitianusAugustus(51-96)ロ ーマ 皇 帝(81-91)。 正 誤 表 で ガ ル バ

(Galba)と 修正 。ServiusSulpiciusGalba(紀 元 前3年12月24日 ゜-69年1月15日)68年6月8口 よ

り死 亡 まで ロ ー マ 皇 帝 。 四 帝 時 代 の 最 初 の 皇 帝 。 ロ ー マ 皇 帝 。 高 潔 で 有 能 な 政 治 家 、 軍 人 とい
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う評 判 が 高 く、 諸 帝 の 信 任 を得 て ゲ ルマ ニ ア や ア フ リ カ を統 治 した後 、60年 か ら ヒス パ ニ ア総

督 とな る 。68年 ガ リア の 総 督 ウ ィ ンデ ク ス の 要 請 を受 け て ネ ロ に反 逆 、 彼 が 倒 され る と皇 帝 に

推 挙 され た が 、 軍 隊 へ の 報 酬 を拒 否 して兵 士 の 不 満 を買 い 、 ま た 後 継 者 問 題 で 彼 と同 盟 して い

た オ ト(Otho)と 対 立 し、近 衛 軍 に よ り殺 され た 。1石 ψ々ε読α・

28TitusTitusFlaviusVespasianus(39-81)ロ ー マ 皇 帝(79-81)。 正 誤 表 で オ ト(Otho)と 修 正 。

MarcusSalviusOtho(32年4月25日 一69年4月16日)69年1月15日 か ら69年4月16日 まで 四 皇 帝

時 代 の2番 目の ロー マ 皇 帝 。 晩 肋)召漉α。

29TiberiusTiberiusClaudiusNeroCaesarAugustus(42BC-AD37)。 第 二 代 ロ ー マ皇 帝 。 正 誤

表 で ヴ ェ スパ シ ア ヌ ス(Vespasian)と 修 正 。TitusFlaviusVespasianus(9-79)ロ ー マ 皇 帝(69

年11月17日 一79年6月23日)。 騎 士 身分 の 出 の ウ ェ スパ シア ・ポ ッラ と結 婚 に よ り騎 士 身分 とな っ

た 父 フ ラ ウ ィウ ス ・サ ビ ヌ ス(ア シ ア属 州 の 徴 税 請 負 人)の 子 と して サ ビ ニ 地 方 の レ ア テ で 生

まれ た。 ユ リウ ス ・ク ラ ウデ ィウス 朝 断 絶 後 の4皇 帝 内乱 の 時代(68年6月 ～69年12月)に 終 止

符 を打 ち 、 自 らの 血 統 に基 づ くフ ラ ウ ィ ウス 朝 を創 始 し た。 あ と を継 い で 皇 帝 に即 位 した テ ィ

トゥス と ド ミテ ィ アヌ ス の 父 にあ た る。

30Janisariesイ エ ニ チ ェ リ14世 紀 後 半 に 設 立 され た オ スマ ン トル コ時 代 の 精 鋭 部 隊・1826年 ま

で 存 続 し軍 楽 隊 が 有 名 。 オ ス マ ン帝 国 にお け る常 備 歩 兵 とそ の 軍 団 。 トル コ語 で 「新 しい 兵 士 」

を意 味 す る 。 軍 団 の創 設 に 関 して 定 説 は な い が 、14世 紀 後 半 、 と く に ア ドリ ア ノ ー プ ル(現 、

エ デ ィル ネ)征 服(1360年 頃)直 後 の こ と と推 定 さ れ て い る。1354年 以 後 オ ス マ ン朝 の バ ル カ

ン領 土 が 拡 大 す る と、 新 た な 戦 力 の 補 給 とバ ル カ ン諸 民 族 の 同化 政 策 と を兼 ね て この 軍 団 が 創

設 され た 。最 初 、 戦 争 捕 虜 の1/5が 戦 利 品 と して 国庫 に属 した こ とか ら 、 こ れ を トル コ人 の 家 庭

に預 け て トル コ語 と ム ス リム と して の生 活 習慣 と を身 につ け させ た 後 、 軍 団 員 と して登 録 した 。

1402年 の ア ン カ ラの 戦 に 敗 北 後 、 オ ス マ ン朝 のバ ル カ ン征 服 が 停 滞 し、捕 虜 の 確 保 が 困 難 に な

る と、 デ ウ シ ル メ制 が 導 入 され た。 これ に よ っ て徴 用 され た者 の 大 部 分 が イエ ニ チ ェ リ と な っ

た 。 こ の 軍 団 は16世 紀 末 まで は 、 オ ス マ ン帝 国 軍 の 精 鋭 と して 規 律 正 し く、 王 朝 の 発 展 に貢 献

した 。17世 紀 以 後 は 軍 紀 が 乱 れ 無 頼 集 団 化 して 、 しば しば暴 動 を起 こ した 。18世 紀 末 以 後 、帝 国

軍 隊 の西 欧 化 改 革 が 進 む と、 軍 団 は これ に反 対 し、 反 乱 を起 こ した が 、 マ フ ム トニ 世 は1826年

に軍 団 を廃 止 した。 平 凡 社 『世 界大 百 科 事 典 』。

31Selimusセ リム ー 世(SelimI、1465年 一1520年9月22日)は オ ス マ ン帝 国 の 第9代 ス ル タ ン

(在 位1512年 一1520年)。1512年 、父 バ ヤ ジ ッ ドニ 世 を退 位 させ て ス ル タ ン に就 い た 。 即 位 後 、 内

紛 を 避 け る た め に 兄 弟 た ち は 次 々 と殺 され た 。 バ ヤ ジ ッ ドニ 世 もそ の 後 す ぐに 残 して い る 。 死

因 は 「失 意 か らの 病 死 」 と言 わ れ て い る が 、 セ リムー 世 が バ ヤ ジ ッ ドニ 世 廃 位 と 同時 に 多 くの

反抗 的 な 親 族 を殺 害 して い る こ とか ら、 「セ リム ー世 に毒 殺 され たの で は な い か 」 とい う説 もあ

る 。 『ウ ィキペ デ ィア』

32Amurathア ム ラス=ム ラ ト(Murad)。 これ はバ ヤ ジ ッ ドニ 世(BayezidII)の 誤 りで あ ろ う。



ス ル タ ン在 位1481-1512。 ち なみ に ム ラ トー 世 は(1359-1389)、 そ の 次 の 君 主 は ス ル タ ン ・バ ヤ

ジ ッ ドー 世(在 位:1389年 一1402年)。 ム ラ トニ 世 は(142H451)、 そ の 次 の 君 主 は ス ル タ ン ・メ

フ メ トニ 世(在 位1444-1446、1451-1481))あ り、 ム ラ トー 世 、二 世 は そ れ ぞ れ 、 バ ヤ ジ ッ ド、

メ フ メ トに よ って 継 承 さ れ て い る。

33Spahisス パ ヒスSipahisと もい う。 オ ッ トー マ ン帝 国騎 兵 。14世 紀 に封 建 制 度 に基 づ い て組 織

さ れ た 。16世 紀 半 ば まで 彼 ら は オ ッ トー マ ン帝 国 軍 隊 の 中 核 で あ っ た軽 騎 兵 の伝 統 に従 っ た の

で 、 火 器 の 採 用 が 遅 れ 、 火 器 の発 達 に よ り騎 兵 の 重 要 性 が 失 わ れ た 。 フ ラ ンス 軍 で は一 定 数 の

ア ル ジ ェ リア 人 お よ び セ ネ ガ ル 人騎 兵 隊 もSpahisと 呼 ば れ た 。 こ の語 はSepahisと っづ られ る

こ と もあ る。(7'加 、F76召Dガ漉oフzα7γ)

34Sallyま た はSallee「 サ リ ー」。17世 紀 末 は イ ス ラ ム 教 徒 の 海 賊 の 根 拠 地 と言 わ れ て い た・ デ

フ ォー の 代 表 作 、 『ロ ビ ン ソ ン ・ク ル ー ソー 』(1719)に も主 人 公 が 当 地 の 海 賊 に捕 わ れ る事 件

が 描 か れ て い る。

35Languedocフ ラ ンス 南 西 部 の 地 方 名 。18世 紀 まで の 古 い 州 名 に 由来 す る。

36Vaudois(ス イ ス の)ヴ ォー(Vaud)州 生 ま れ の 人 。 ヴ ォー 州 は ジ ュ ネ ー ブ湖 北 部 地域 。 州 都

は ロ ー ザ ンヌ(Lausanne)。

37Miquelets(半 島 戦 争 で フ ラ ンス 軍 と戦 った)ス ペ イ ンの ゲ リラ兵 。

38WarringtonBridge中 世 にお い て イ ング ラ ン ド北 西 部 の 都 市 ワ リ ン トン はマ ー ジ ー川 の 架 橋 地

点 と して 重 要 で あ っ た 。清 教 徒 革 命 に お い て 敵 対 す る ク ロ ム ウ ェ ル と ダー ビー 伯 爵 の 両 軍 が こ

の 町 に 宿 営 した こ とで 有 名 。1層ゐψ6漉α。

39GrisonsGraubUndenの フ ラ ン ス語 読 み 。 ス イ ス東 部 の最 大 の 州 。

401niskilling・=lnniskilling,Enniskillen,ア イル ラ ン ド語 でInisCeithleannと い う。北 ア イル ラ ン

ドにあ る地 名1689年 に ジ ャ コバ イ ト軍 に包 囲 され た が 、 勝 ち抜 い た 。

41LondonDerryイ ニ ス キ リ ン グ と同 様 に1688年 末 よ りア イル ラ ン ドに お け る ジ ャ コバ イ ト軍 に

対 す る プ ロ テ ス タ ン ト側 の抵 抗 拠 点 で あ り、攻 城 戦 を勝 ち抜 い た 。

42PeaceofWestphalia,(ド イ ツ語 で はWestfalen)、 三 十 年 戦 争(1618-48)を 終 結 させ た条 約 。

1645年 か ら ドイ ツの ウ ェ ス トフ ァ リア 地 方 の ミュ ンス タ ー とオ ス ナ ブ リュ ッ ク とに分 か れ て 講

和 会 議 が 開 か れ 、 各 国 の 利 害 が 衝 突 して長 引 い たす え 、1648年10月24日 に 調 印 さ れ た 。 参 加 国

は 、 ドイ ツ の 領 邦 国 家 も一 国 と数 え て 、 総 計66力 国 で 、 そ れ まで の ヨー ロ ッパ 史上 最 大 の 国際

会 議 で あ っ た 。平 凡 社 『世 界 大 百 科 事 典 』。

43ThetreatiesofNijmegen(1678-79)フ ラ ンス と オ ラ ンダ の戦 争(1672-78)を 終 結 させ た 条

約 。 フ ラ ン ス国 王 ル イ十 四 世 との 調 印 が 当地 で 行 わ れ た 。

44ジ ェ イ ム ズニ 世 の ア イル ラ ン ド上 陸(1689年3月12日)は ボ イ ン(Boyne)で の 敗 戦(1690年

7月1日)に よ り、 失 敗 に終 わ る。

45七 千 人 とい う説 もあ る。友 清 理 士 、 『イギ リス 革 命 史(下)』143ペ ー ジ 。
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461688年 、 ジ ェ イム ズニ 世 は軍 隊 を置 き去 りに して イ ン グ ラ ン ドよ り逃 亡 した 。 当 時 す で に ロ

ン ドン 入 り して い た ウ ィ リア ム三 世 は 軟 禁 状 態 の ジ ェ イ ム ズ ニ 世 の 逃 亡 を 黙 認 した と言 わ れ て

い る。 ジ ェ イム ズニ 世 は また ア イル ラ ン ドに お い て も ボ イ ンで の 敗 戦 で 形 勢 不 利 とみ る や 、 軍

を伴 わ ず に フ ラ ンスへ 逃 げ帰 っ た。

47MonsieurSt.Ruth「 サ ン ・リュ ー ト」 ア イル ラ ン ド、 オ ー グ リム の 戦 い(1691年7月12日)で

戦 死 。

48Limerickア イ ル ラ ン ド南 西 部 、Munster地 方 北 部 の 県;ま た そ の 県 都 。1691年 の 戦 い に お い て

ア イル ラ ン ド軍最 後 の牙 城 。10月3日 守 備 軍 の 降伏 に よ り陥 落 。

49SirWalterRawleighSirWalterRaleigh(1554?-1618)の こ と。 イ ン グ ラ ン ドの 廷 臣 ・探 検

家 ・文 筆 家;エ リザ ベ スー 世 の 寵 臣。

50AlessandroFarnese(1545-1592)パ ル マ 公(1586-1592)、 ス ペ イ ン領 オ ラ ン ダ総 督

(1578-1592).レ 巧ゐ乙かρゴゴα0

51PrinceofCond61649年2月8日 の フ ロ ン ドの 乱 にお け るパ リの シ ャ ラ ン タ ン(Charenton)で

の戦 い 。 コ ンデ 公 が パ リを 包 囲 した 。コ ンデ 公 ル イニ 世(LouisIIdeBourbon,princedeCond6,

DucdEnghien、1621年11月8日 一1686年11月11日)は フ ラ ン ス の 軍 人 。 ア ンギ ャ ン公 。 の ちに

「大 コ ンデ」(leGrandCond6)と 呼 ばれ る。

52FerdinandII二FerdinandofStyria(1578-1637)1619年 に神 聖 ロー マ 帝 国 皇 帝 と な る。

53GustavusGustavusAdolphusII(1594-1632)ス ウ ェ ー デ ン国王 。1630年 、 プ ロ テ ス タ ン ト陣

営 軍 と して30年 戦 争 に介 入 し、活 躍 したが 、1632年 、 リ ュ ッ ツ ェ ン(Lutzen)に お い て死 去 。

54Crackow(Krak6w、 独Krakau)は 、 ポ ー ラ ン ド南 部 に あ る都 市 で 、 マ ウ ォポ ル ス カ県 の 県

都 、ポ ー ラ ン ドで も っ と も歴 史 あ る都 市 の 一 つ で あ り、17世 紀 初 頭 に ワ ル シ ャ ワに 遷 都 す る ま

で は クラ クフが ポ ー ラ ン ド王 国 の 首 都 で あ っ た。 正 式 に はRoyalCapitalCityofKrak6wと い

う。 『ウ ィキペ デ ィア』。

55CarolusGustavus:1655年 、 自分 の王 位 継 承 を認 め なか っ た とい う理 由 で 、 ス ウ ェー デ ンの カ

ル ルート世 が ポ ー ラ ン ド王 カ シ ミー ル を攻 撃 した 。

56ジ ェ イ ム ズニ 世 の 娘 、 メ ア リニ 世 は1694年12月28日(新 暦 で1695年1月7日)天 然 痘 で死 去 し、

ウ ィリア ム 三世 が 単 独 君 主 と な って い た 。

57JohnChilds,7'加 β所 納 α襯 ツq/確Z1〃 α魏 ∬1,7698-7702,Manchester,Manchester

UniversityPress,1987,p.185.1697年 か ら1700年 に か け て の 常 備 軍 論 争 は 「お そ ら く軍 事 組 織 に

関 す る現 代 初 期 ヨ ー ロ ッパ にお け る最 も徹 底 的 な 論 争 で あ っ た ろ う」 と言 わ れ て い る 。 本 書 並

び に同 著 者 に よ る7'加 、47〃zッ,刀〃　6∫∬ α〃6'加01碗oπ ∫jPω01纏07z,Manchester,Manchester

UniversityPress,1980は 織 田稔 氏 所 蔵 本 よ り利 用 させ て い た だ い た 。 記 して 謝 意 を表 したい 。

58TheBloodlessRevolution「 無 血 革 命」。 一 般 に 名誉 革 命(GloriousRevolution)と 呼 ば れ て い

る。 現 実 に は イ ング ラ ン ドに お い て も数 十 名 の兵 士 の 命 は 失 わ れ て い る。



59ル イ 十 四 世 と ジ ェ イ ム ズ ニ 世 と は ル イ 十 三 世 の 妹 、 ヘ ン リ エ ッ タ ・マ ラ イ ア(1609-69)が

ジ ェ イ ム ズ ニ 世 の 母 親 で あ る こ と よ り従 兄 弟 同 士 で あ る 。

60そ れ ぞ れ 、ノ4〃、4㎎z`〃z6〃オ3乃6z〃1〃島 酌α'αS孟 α〃6ガノz£.47〃ぴ,甜 〆漉Co〃56〃'(ゾPα 〃ガα〃z6/zち お 〃o'

Z7zco7z∫ガ漉 〃'短 酌 αF7ε ρGo麗 γ〃〃z6〃オ,&c.,(1698年1月)、 及 び、4B71げRε ρZy'o漉8研sオ 硯y(ゾ

&α 〃41〃9.47加6s〃1E〃g1α 〃4(1698年12月).こ れ は 同 年11月25日 に 出 版 さ れ たJohnTrenchard

の.4S加 π 、研 ∫オ0η(ガS如 フZ漉〃8.47〃2ガ6∬ 〃E/191α 〃ゴ に 対 す る 反 論 で あ る 。

61.4C/〆 オ16α1B1ろ 〃ogノαヵ加q/」Dα 〃ガρ1D〔プわ6,Furbank&Owens,London,Pickering&Chatto,

1998,pp.11-12.
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※ 表 紙 は 初 版 の タ イ トルペ ー ジ。
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